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第１章 計画の変更に当たって

１ 計画変更の趣旨

徳島県では，平成２４年１２月に施行された「消費者教育の推進に関する法律（平

成２４年法律第６１号。以下「消費者教育推進法」という。)に基づき，平成２５年６

月に閣議決定された「消費者教育の推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」)に

沿って，平成２６年に「徳島県消費者教育推進計画」を策定しました。

平成２６年度から平成２９年度までの４年間を計画期間とし，関係機関・団体等の

連携・協力を軸に，「消費者の安全・安心の確保と消費者トラブルへの迅速な対応」，

「自立した消費者の育成」の２つを基本方針とし，ライフステージに応じた体系的な

消費者教育を進めてきました。

この間，国・地方において「地方創生」が最重要課題となる中で，平成２９年７月，

消費者庁において政策の研究・立案の新拠点となる消費者行政新未来創造オフィス（以

下「消費者庁オフィス」)が徳島県庁に開設され，本県を実証フィールドとして，「若

年者の消費者教育」や「倫理的消費(エシカル消費)の普及」，「高齢者等の見守りネッ

トワークの構築」等の全国展開を見据えたモデルプロジェクトが展開されてきました。

本県では，消費者を取り巻く社会環境の変化やこうした消費者行政の動きに対応し，

平成３０年３月に「徳島県消費者教育推進計画」を改定するとともに，令和元年度ま

での２年間を集中取組期間とし，この計画に掲げられた施策等の成果が得られるよう

取組を進めてきました。中でも，令和元年度には，全国初となる「Ｇ２０消費者政策

国際会合」や「エシカル甲子園」を本県で開催し，全国や世界に発信をしています。

加えて，令和２年度に消費者庁オフィスの「機能の充実」と「規模の拡大」を見据

えた新たな恒常的拠点である「消費者庁新未来創造戦略本部」が新たに発足すること

が決定しました。

この度，２年間の集中取組期間が終了することから，以上のような国や本県の状況

を踏まえ，本計画の変更を行うこととしました。

２ 計画の位置付け

この計画は，消費者教育推進法第１０条第１項に基づいて策定する「都道府県消費

者教育推進計画」です。また，県の上位計画である「徳島県消費者基本計画」におけ

る消費者教育を具体的に推進していくための個別計画として位置付けます。

３ 計画期間

平成３０年度から令和４年度までの５年間を計画期間とします。
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４ 推進体制及び進行管理

計画の進捗状況を把握し，進行管理を行うとともに，推進においては，市町村消費

生活センターや関係機関，消費者団体等との連携強化を図るとともに，「『未知への挑

戦』とくしま行動計画」との整合性を保ちつつ，事業内容等の見直しを行う必要があ

ります。

そのため，徳島県消費生活審議会(消費者教育推進法第２０条第１項に規定する「消

費者教育推進地域協議会」を兼ねる。) を開催し，取組状況の検証について自己評価

を行うとともに，委員の知見を活用した進行管理を実施し，県民に対してその結果を

公表します。

また，ＰＤＣＡサイクルによる評価手法を活用し，点検・評価の結果などに基づき，

事業内容等の見直しを実施するとともに，社会・経済情勢の大きな変化や国の制度改

定など消費者を取り巻く状況の変化に応じて，計画内容を適時・適切に見直していき

ます。

Topics

【とくしま消費者行政プラットホーム】

５つの機能・役割

Ⅰ「消費者庁新未来創造戦略本部」サポートの拠点

● 全国展開を見据えたモデルプロジェクトをサポート

● 消費者政策，新たな国際業務をサポート

Ⅱ 消費者行政・消費者教育のネットワークづくりの拠点

● 消費者，自治体，事業者，教育機関等の連携により消費者の

利益に資する成果を創出

Ⅲ 情報プラットホーム

● 国内外の最新の情報の収集・発信

Ⅳ 消費生活支援の拠点

● 消費者被害や事故の未然・拡大防止を展開

Ⅴ「消費者市民社会」創造の拠点

● 「エシカル消費」や「食品に関するリスクコミュニケーション」を推進

Ⅵ 働き方改革の拠点

● テレビ会議を利用したテレワーク，フリーアドレスによる多様な働き方を推進
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第２章 消費者を取り巻く現状と課題

１ 社会環境の変化

（１）社会経済情勢の変化

日本において，家計が支出する消費額の総額は，平成３０年には，約２９７兆円

で，国内総生産(ＧＤＰ)の約５４％となっています。ライフスタイルの変化や経済

のサービス化が進む中で，家計の消費支出構造においては，モノへの支出からサー

ビスへの支出にシフトしています。

加えて，平成２８年４月から電力，平成２９年４月から都市ガスの小売り全面自

由化が開始されたことにより，消費者のニーズに合った契約や選択ができることが

可能になりました。一方で，契約や解約等に関する相談が国民生活センター及び消

費生活センターに寄せられており，消費者が自主的かつ合理的に判断できる力をよ

り一層身に付けることが必要となっています。

また，高度情報化の進展に伴い，インターネットの利用，携帯電話，スマートフ

ォン等の保有率や利用が拡大し，家計におけるインターネット等の利用に関する支

出が年々増加するなど，ネットショッピングを通じて，海外からも商品を購入する

ことが容易となり，消費生活においてもグローバル化が進んでいます。

さらに，ＩｏＴやビッグデータ，人口知能(ＡＩ)等をはじめとする新技術が急速

に進展したことにより，消費スタイルや決済手段が変化するとともに，２０３０年

頃には，生活や産業の在り方を大きく変える超スマート社会「Society5.0」の到来

が予想されています。

（２）「民法の一部を改正する法律」が成立

２０１８年６月に，「民法の一部を改正する法律」が成立し，２０２２年４月１日

から，成年年齢が現行の２０歳から１８歳に引下げられることとなりました。

成年年齢が引下げされると，１８歳，１９歳の若者が親の同意がなくても一人で様

々な契約ができるようになることから，若年者が消費者被害に遭わないよう実践的

な消費者教育を推進することやその環境整備が喫緊の課題となっています。

（３）消費者トラブルの複雑化・多様化

「全国消費生活情報ネットワークシステム(以下「PIO-NET」)によって収集され
た平成３０年度の消費生活相談件数は，約９９.１万件で，架空請求の増加が影響し，

前年度から相談件数は増加しています。また，人口の高齢化に伴い，６０歳代，

７０歳代以上の相談の割合が増加しています。
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相談状況においては，スマートフォンの普及により，幅広い世代において，スマ

ートフォンに関する相談が増加しているとともに，キャッシュレス化の浸透による

クレジットカードや電子マネー等，キャッシュレス決済に関する相談も増加してい

ます。

また，昨今は，シェアリングエコノミーといった新たなサービスの普及を背景と

して，インターネットオークションやフリマアプリ・フリマサイトなどインターネ

ットを介した個人間売買に関する相談が２０１４年以降，急増しています。

「令和元年版消費者白書」より

さらに，ＳＮＳや掲示板サイトを通じて，見知らぬ人同士が金の貸し借りをする

「個人間融資」の詐欺トラブルに関する相談が増えています。

一方，多重債務の相談は，平成２２年前後をピークに減少傾向となっていますが，

国民生活センターには依然として，年間約３万件の相談が寄せられています。多重

債務の原因の一つとして挙げられているのが，ギャンブルや買い物等への依存症で

あり，このため引き続き，消費者の生活管理・家計管理に必要な力の涵養を図る消

費者教育を推進することが必要であるとともに，消費生活センター等においても，

ギャンブル等依存症への相談窓口機能の維持・強化への必要性が高まっています。

加えて，日本に在住する外国人や訪日外国人が，２０２０年東京オリンピック・

パラリンピックの開催や「ワールドマスターズゲームズ２０２１関西」，「２０２５

年日本国際博覧会」により，増加することが予想されることから，消費生活センタ

ーにおける外国人からの消費生活相談への対応や，外国人に向けた消費生活情報の

提供が求められています。
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（４）震災で高まる意識の変化

平成２３年３月に発生した東日本大震災による原発トラブルにより，被災県産の

農産物を中心に，買い控えや風評被害など消費行動が原因となる問題が発生しまし

た。一方，節約や自粛ムードが広がる中，募金や寄付，物資の支援，ボランティア

活動に多くの人々が参加するとともに，被災地に直接行かなくても消費を介し，自

分にできる応援・支援をしたいという気運の高まりや，エネルギー，環境問題への

配慮など，様々な形での社会貢献に関心が集まっています。

こうした中，人や環境，社会に配慮した新たな消費スタイルとして注目されてき

たのが，「エシカル消費」であり，震災以降，被災地への「応援消費」という形で，

浸透してきています。

しかしながら，「エシカル消費」に対する認知度は，まだ低く，消費者が身近な言

葉として意識することができるように，意味や必要性について，分かりやすく情報

を発信し，啓発・普及していくことが大切であるとともに，多発する大規模自然災

害に備え，災害時・非常時において社会的な影響を考えて行動することができる消

費者の育成が求められています。

（５）日常の消費生活と環境や経済社会への影響

大量消費社会の到来は，気候変動や資源の枯渇，廃棄物による汚染など，環境面

に悪影響を及ぼしているとともに，プラスチックごみによる海洋汚染が深刻な問題

となっています。

また，発展途上国では，生産者は十分な収入が得られず，１億６,８００万人，９
人に１人が児童労働をしている現状です。

これらの問題を解決する国際的な取組として，平成２７年９月，「国連持続可能な

開発サミット」において，「我々の世界を変革する：持続可能な開発のための２０３０

アジェンダ」が採択されました。国際社会全体が，これらの諸問題を喫緊の課題と

して認識し，「誰一人取り残さない」社会の実現にむけ，協働して取り組んでいくこ

とを決意した画期的な合意であり，１７の「持続可能な開発目標」(Sustainable

Development Goals，以下「ＳＤＧｓ」)が定められています。

ＳＤＧｓ１２「つくる責任 つかう責任」は，消費者として日常的な生活パター

ンを改善するよう，また，全ての事業者がその事業活動を通して持続可能な開発に

貢献するよう，持続可能な消費と生産のパターンを確保することを意味していると

ともに，「持続可能な開発」の担い手を育てる消費者教育の推進を掲げています。
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※ 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）

(出展)国際連合広報センターホームページより引用

１ あらゆる場所で，あらゆる形態の貧困に終止符を打つ

２ 飢餓に終止符を打ち，食料の安定確保と栄養状態の改善を達成するとともに，持続可能な農業を推進する

３ あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し，福祉を推進する

４ すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し，生涯学習の機会を促進する

５ ジェンダーの平等を達成し，すべての女性と女児のエンパワーメントを図る

６ すべての人々に水と衛生へのアクセスと持続可能な管理を確保する

７ すべての人々に手ごろで信頼でき，持続可能かつ近代的なエネルギーへのアクセスを確保する

８ すべての人々のための持続的，包摂的で持続可能な経済成長，生産的な完全雇用及びディーセント・ワー

クを推進する

９ レジリエントなインフラを整備し，包摂的で持続可能な産業化を推進するとともに，イノベーションの拡

大を図る

10 国内および国家間の不公平を是正する

11 都市と人間の居住地を包摂的，安全，レジリエントかつ持続可能にする

12 持続可能な消費と生産のパターンを確保する

13 気候変動とその影響に立ち向かうため，緊急対策を取る

14 海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保全し，持続可能な形で利用する

15 陸上生態系の保護，回復および持続可能な利用の促進，森林の持続可能な管理，砂漠化への対処，土地劣

化の阻止および逆転，ならびに生物多様性損失の阻止を図る

16 持続可能な開発に向けて平和で包摂的な社会を推進し，すべての人々に司法へのアクセスを提供するとと

もに，あらゆるレベルにおいて効果的で責任ある包摂的な制度を構築する

17 持続可能な開発に向けて実施手段を強化し，グローバル・パートナーシップを活性化する



*1写真協力 日本野鳥の会徳島支部

*2開発途上国の原料や製品を適正な価格で購入することにより、立場の弱い開発途上国の生産者や労働者の生活改

善と自立を支援する「貿易の仕組み」を使って、生産・輸入販売されている商品
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※「エシカル消費」とは

「エシカル（ethical）」とは，「倫理的・道徳的」という意味の英語で，「エシカル

消費」とは，人や社会，環境に配慮したサービスを選び，消費することです。消費

を通じて持続可能なより良い社会づくりに貢献することができるとともに，社会を

変える大きな力となります。

「エシカル消費」の実践例とは

☆ 環境への配慮

●グリーン購入

●自然エネルギー利用

●エコマーク等付き商品

●有機農産物，県産材など

地球環境を思いやる消費 〈コウノトリの定着推進〉
*1

〈コウノトリレンコン〉

☆ 人への配慮

●障がい者が作った商品

●寄付金付き商品

●地域紛争や児童労働と

いった人権問題等の

解決に寄与する商品を消費 〈障がい者の自立を支援〉 〈フェアトレード商品
*2
の消費〉

☆ 地域への配慮

●被災地への応援消費

●地産地消(伝統文化・産業等)

●地域資源・人材活躍等

地方創生に資する消費 〈ジャパンブルー・阿波藍〉

他にも，電気や水を大切に使う，リュース・リサイクルできる製品を選ぶ，

地元の商品を買う，なども身近にできる「エシカル消費」です。
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２ 消費者行政・消費者教育をめぐる国の動き

◆ 消費者教育の推進に関する法律 （H24.12施行）

総合的・一体的に消費者教育を推進するため，消費者教育の意義・理念及び

推進体制を定めた法律

○ 基本方針の策定 ○消費者教育推進会議の設置 等

◆ 消費者教育の推進に関する基本的な方針（H25.6.28閣議決定）

消費者教育の推進の意義及び基本的な方向，推進の内容，関連する消費者施

策との連携

○ 都道府県消費者教育推進計画の策定

○ 消費者教育推進地域協議会の設置

◆ 消費者ホットライン「１８８」の運用開始（H27.7運用開始）

全国共通の電話番号から身近な消費生活相談窓口を案内

◆ 消費者安全法の一部を改正する法律（H28.4施行）

国や地方公共団体の責務として，消費者教育推進等を通じて，消費者安全を

図ることを明記

○ 消費者安全確保地域協議会（見守りネットワーク)の構築

○ 消費生活センターの設置等 ○相談員の地位向上

◆ 学校教育法施行規則の一部を改正する省令の制定並びに幼稚園教育要領の

全部を改正する告示，小学校学習指導要領の全部を改正する告示及び中学

校学習指導要領の全部を改正する告示等の公示（H29.3.31）

消費者関係教育に関する内容

○小学校

買い物や売買契約の基礎，物や金銭の大切さ，計画的な使い方等につい

ての内容を充実

○中学校

契約の重要性や消費者の基本的権利と責任，クーリング・オフ制度，

環境に配慮した消費生活や消費行動等についての内容を充実

◆ 消費者教育の推進に関する基本的な方針－中間的見直し－ （H29.4）

消費者教育の推進に関する基本的な方針の見直しに向けて，現状把握やヒア

リングにより，今後の重点事項を把握

◆ 消費者契約法の一部を改正する法律（H29.6施行）

過量な内容の消費者契約の取消しを認める内容を追加，事業者の債務不履行

の場合における消費者の解除権を放棄させる条項を無効とする条項の追加
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◆ 消費者の安全・安心暮らし戦略２０１７（H29.9消費者庁公表）

「誰一人取り残されない社会の実現」に向け，地方消費者行政の強化を推進

徳島県に「消費者行政新未来創造オフィス」の開設が決定

◆ 特定商取引に関する法律の一部を改正する法律（H29.12施行）

悪質事業者への対応として，業務停止命令制度の創設，電話勧誘販売の過量

販売規制

○ 契約を破棄することができる可能期間，業務停止命令の上限期間延長

◆ 若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログラム（H30.2.20）

成年年齢引下げを見据え，実践的な消費者教育を推進するため，消費者庁，

文部科学省，法務省，金融庁が連携し，消費者庁作成教材「社会への扉」を

活用した授業をすべての都道府県の全高校で令和２年度までに実施

◆ 消費者教育の推進に関する基本的な方針（H30.3.20変更）

基本方針の見直し案，成年年齢引き下げに向けた対応等について審議

計画期間 平成３０年度～平成３４年度（５年間）

◆ 高等学校学習指導要領の全部を改正する告示等の公示（H30.3.30）

消費者関係教育に関する内容

○ 多様な契約，消費者の権利と責任，消費者保護の仕組み（公民，家庭）

◆ 民法の一部を改正する法律が成立（H30.6.13）

令和４年４月１日から，民法の成年年齢を２０歳から１８歳に引き下げるこ

と等を内容とする民法の一部を改正する法律が成立

◆ 「まち・ひと・しごと創生基本方針２０１９」閣議決定（R1.6.21）

「消費者行政新未来創造オフィス」の「機能の充実」と「規模の拡大」を見

据えた新たな恒常的拠点を２０２０年度，徳島に発足させるとの方針が決定

◆ 「消費者庁新未来創造戦略本部」発足の発表（R1.8.19）

政策立案に資する戦略的研究機能の充実と新たな国際業務の拠点

◆ 「食品ロスの削減の推進に関する法律」施行（R1.10.1）

食品ロスの削減に関し，国，地方公共団体等の責務を明らかにするとともに

基本方針の策定その他食品ロス削減に関する基本となる事項を定めること等

により，食品ロスの削減を総合的に推進
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３ 本県における消費生活の現状

本県においては，人口の高齢化がより一層進行しています。総人口における６５歳

以上の割合(高齢化率)は，すでに３割を超えており，全国平均を上回っています。

こうした状況と相まって，６５歳以上の高齢者がいる世帯は，世帯総数の４７.５％

(平成２７年)となっているとともに，そのうちの約２７％は，６５歳以上の単独世帯，

さらに約２７％が高齢夫婦世帯が占めています。

また，特殊詐欺による被害は深刻であり，高齢者が特殊詐欺の被害に遭った割合は，

全体の約４６％を占めています。昨今は，預金残高や資産状況，家族構成などの個人

情報を聞き出す特殊詐欺や強盗被害の前兆となる予兆電話（アポ電）を受けたとする

相談が増加しています。

<参考資料>

（総務省 国勢調査より）

（徳島県警察からのデータをもとに作成）
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（１）消費生活相談件数の推移

県及び市町村に寄せられた消費生活相談の総件数は，平成２１年度から減少傾向

が続いていましたが，平成２５年度から再び増加傾向となり，平成２９年度からは

６千件を超えて相談が寄せられています。また，相談内容では，「苦情相談」が全体

の約９割を占めています。 (件)

（PIO-NETに登録されたデータより）

（２）契約当事者の年齢別相談件数の推移

契約当事者の年齢別相談件数の割合をみると，６０歳以上の相談の割合は増加し

ており，平成２３年度以降，相談件数の３割以上を占めています。

（PIO-NETに登録されたデータより）
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（３）商品役務別相談件数

平成２１年度からの相談件数をみると，「デジタルコンテンツ」に関する相談が増

加していますが，平成２９年度，平成３０年度は商品一般に関する相談が増加して

います。

全体上位１０位 (図表３） (件)

商品・役務 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

1 デジタルコンテンツ 748 753 801 679 758 960 934 902 958 622

2 商品一般 415 165 142 158 272 383 289 281 1,518 1,383

3 融資サービス 470 453 272 201 182 182 152 157 158 151

4 レンタル・リース・貸借 296 236 211 196 210 236 249 251 258 232

5 インターネット通信サービス 69 85 113 96 213 337 401 403 325 286

6 工事・建築・加工 159 150 180 180 186 197 192 176 167 216

7 健康食品 108 85 107 286 327 135 155 209 188 251

8 相談その他 147 118 146 173 211 193 202 202 194 230

9 役務その他 119 118 150 133 161 219 223 237 165 212

10 自動車 126 105 105 105 114 92 108 103 117 123

（PIO-NETに登録されたデータより）

（４）商品役務別・年代別相談件数

平成３０年度における相談内容をみると，２０歳未満から７０歳代の年代で，

「デジタルコンテンツ」「商品一般」に関する相談が上位となっています。（図表４）

（PIO-NETに登録されたデータより）
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４ 本県における消費者教育の現状と今後の方向性

（１）様々な場における消費者教育の現状

本県では，平成３０年度に「徳島県消費者教育推進計画」を改定し，幼児期から

高齢者まで，各ライフステージに応じた体系的な消費者教育を行政・教育・消費者

団体・弁護士等，多様な主体が連携して進めてきました。

学校教育では，幼稚園から高校まで，これまで４５校を消費者教育研究実践校と

して指定し，「自立した消費者」の育成に向けて，学校の特色に応じた消費者教育を

推進しています。消費者大学校・大学院等においては，地域の消費者教育を担うリ

ーダーを養成し，卒業生も２，０００名を超えています。

また，挙県一致でＳＤＧｓ達成につながる「エシカル消費」や「消費者志向経営」

などの気運の醸成に取り組んでおり，令和元年度には，全国初となる高校生による

「エシカル甲子園２０１９」を開催しました。

さらに消費者庁オフィスと連携し，全国展開を見据えた様々なモデルプロジェク

トを進めています。

多様な主体と連携した消費者教育の現状 （図表５)



- 14 -

（２）消費者教育推進を支える体制状況

① 相談体制の強化

県では，県民(事業者)，県及び関係機関が有する消費生活に関する情報を一

元化し，消費者問題の解決に向けて，迅速かつ的確に対応するため，平成１８

年に徳島県消費者情報センターを設置し，消費生活相談に応じるとともに，学

校や地域での出前授業，消費生活に関する情報提供，人材育成を行っています。

また，県民にとって身近な相談機関である市町村消費生活センターは，平成

２９年度末に広域連携を含め，県内２４市町村に相談窓口が設置されました。

② 消費者ネットの構築

消費者に，役立つ情報を広めたり，地域の情報やニーズを消費者情報センタ

ーに取り次ぐ制度として，県では「くらしのサポーター」を養成し，地域に根

ざした「消費者ネット」を構築しています。また，くらしのサポーターの活動

効果を挙げるため，的確な指導や助言，各種講座の企画・運営等を行う「消費

生活コーディネーター」を養成し，これまで６１名を輩出するなど，こうした

制度は国の制度化へとつながっています。

③ 消費者教育を支援する人材バンクの開設

消費者を取り巻く環境が変化し，消費者問題も複雑化・巧妙化する中で，学

校や地域から，質の高い「出前授業」へのニーズが高まっています。

こうした声に応えるとともに，成年年齢引き下げの動きを見据え，消費生活

の分野で高い専門性を有する専門家を一元的に登録し，様々な場のニーズに応

じて講師として派遣する，とくしま「消費者教育人材バンク」を平成２９年度

に開設しました。

④ 「とくしまエシカル消費推進会議」の発足

消費者，事業者，行政等が連携し，環境，人や社会，地域などに配慮した消

費活動「エシカル消費」の浸透・定着を図るとともに，誰もが日々の消費を通

じて環境問題や社会問題等の社会的課題の解決に寄与することができる「エシ

カルな社会」を実現するため，１４団体の構成機関からなる「とくしまエシカ

ル消費推進会議」を発足しました。

⑤ 「とくしま消費者見守りネットワーク」の設立

高齢者・障がい者等の消費者被害の未然防止を図るため，県内の関係機関・

団体が連携して，高齢者・障がい者等の見守り等に必要な取組について，情報

交換，協議を行い，市町村における高齢者・障がい者等の見守りネットワーク

構築に向けて，支援を行うことを目的として「とくしま消費者見守りネットワ

ーク」を設立するとともに，平成３０年度末までに県内全ての市町村に「見守

りネットワーク」を構築しました。
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⑥ 「とくしま消費者志向経営推進組織」を設立

平成２９年１０月に事業者団体，消費者団体，行政機関等からなる，地方初

の「とくしま消費者志向経営推進組織」を設立し，消費者志向経営を推進する

とともに，その推進に功績のある県内事業者を表彰する「徳島県消費者志向経

営推進事業者表彰」を創設しました。

⑦ 徳島県持続可能な社会を目指した国際連携ネットワークの設立

令和元年９月に，本県において，消費者庁と共催による「Ｇ２０消費者政策

国際会合」を開催しました。「デジタル時代における消費者政策の新たな課題」

をテーマに，国際協調や連携の必要性が認識されたところであり，こうしたレ

ガシーを継承し，国際的で持続可能な視点で，本県や全国の消費者行政・消費

者教育の進化を目的として，国際会合の参加者や学識経験者，消費者団体等の

専門家からなる国際連携ネットワークを令和２年２月に設立しました。

<Ｔｏｐｉｃｓ> 本県の消費者行政・消費者教育を全国・世界に発信！

Ｇ２０消費者政策国際会合

Ｇ２０消費者政策国際会合「徳島セッション」の様子

エシカル甲子園２０１９

全国から高校生が参加
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（３）領域ごとの方向性

国の基本方針では，消費者教育の４つの重点領域が示されています。県では，消

費者を取り巻く現状や，これまでの状況等を鑑みた消費者教育の内容として，それ

ぞれ対象領域に応じて重点的に取り組む施策の方向性を以下のように設定します。

①「消費者市民社会」の構築に関する領域

・消費者が持つ影響力の理解・持続可能な消費の実践

社会的な ・消費者の参画・協働

課題

→ ・ＳＤＧｓ，エシカル消費の普及・啓発，実践力の向上

・ 災害時，非常事態への対応

② 生活の管理と契約に関する領域

・選択し，契約することへの理解と考える態度

消費生活 ・生活を設計・管理する能力

の基盤

→ ・学習指導要領改訂に向けての対応

・成年年齢引下げへの対応

③ 商品等やサービスの安全に関する領域

・商品安全の理解と危険を回避する能力

暮らしを ・トラブル対応能力

守る

→ ・子どもの事故防止，製品等の安全に関する分かりすい情報発信

・高齢者・障がい者等を見守るネットワークの充実

・消費者志向経営の促進

④ 情報とメディアに関する領域

・情報の収集・処理・発信能力

情報活用 ・情報社会のルールや情報モラルの理解

の課題 ・消費生活情報に対する批判的思考力

→ ・高度情報通信ネットワーク社会への対応
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第３章 計画における施策の方向

本県では，国の基本方針の見直しの動向や，平成２９年度改定された「徳島県消費者

基本計画」に基づくとともに，これまでの取組の成果や今後の重点事項を踏まえ，「誰も

が，どこに住んでいても，生涯を通じて，様々な場で消費者教育を受けることができる」

機会を提供し，安全で安心な，消費者が主役となる豊かな「消費者市民社会」の実現に

向け，多様な主体が連携・協働した「オール徳島」による消費者教育を推進します。

１ 基本理念

社会の変化を見据え，消費者市民として自覚・責任を持ち，主体的に行動でき

る消費者を育成し，「徳島モデル」の消費者教育を全国・世界に発信

２ 目指す消費者像

・被害に遭わない，合理的な意思決定ができる「自立した消費者」

・社会全体のよりよい生活を創造するために「積極的に行動できる消費者」

３ 目指すべき将来像

計画が目指す「５年後の姿」を次のように掲げ，目指す姿の実現に向けた取組を

強力かつ機動的に行います。

① 様々な場において，ライフステージに応じた消費者教育が行われている

② 社会情勢の変化に対応した消費者教育が行われている

③ 持続可能な消費行動への意識が醸成されている

④ 消費者教育の担い手となる人材の確保やコーディネーターの育成，配置が

できている

⑤ 地域で見守る体制の充実，安全・安心な商品，サービスの提供や関係機関

の連携強化ができている

⑥ 地域における消費生活センターの拠点化が確立できている

⑦ 消費者市民社会の形成を促す徳島県の取組を全国・世界に発信している
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４ 基本方針（今後取り組む重点項目）

計画では，７つの基本方針(重点項目)を定め，全庁を挙げて，ＳＤＧｓ達成に寄与

する施策を総合的・体系的に推進します。

【基本方針１】ライフステージに応じた消費者教育の推進

消費者被害に遭わない，合理的意思決定ができる「自立した消費者」を育成する

ために，幼児期から高齢期まで各段階に応じた消費者教育や，学校，家庭，地域，

職域等の様々な場の特性に応じた消費者教育に取り組みます。

【基本方針２】社会情勢の変化に対応した消費者教育の推進

複雑化・巧妙化する消費者問題や成年年齢引き下げへの対応，高度情報化の進展，

高齢社会への対応など，社会情勢の変化を意識した消費者教育に取り組みます。

【基本方針３】人や社会，環境，地域に配慮した消費行動の推進

公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画することができる「消費者市民社

会」の形成を目指し，エシカル消費教育に取り組みます。

【基本方針４】消費者教育の担い手の育成・活用

教職員等に対する消費者教育の充実を図るとともに，地域において消費者教育の

担い手となるコーディネーターの育成に取り組みます。

【基本方針５】消費者の安全・安心の確保に対する体制の構築

事業者による消費者志向経営の促進に取り組むとともに，高齢者や障がい者等を

見守るネットワークの構築や災害時等に適切に行動することができる消費者の育成

に取り組みます。

【基本方針６】消費生活センターの機能強化

県消費者情報センターの役割強化を図るとともに，質の高い消費者相談や消費者

啓発に向けて，市町村への取組支援や消費生活センターの拠点化を促進します。

【基本方針７】「徳島モデル」の消費者教育の推進

消費者庁と連携した「モデルプロジェクト」の全国展開を推進するとともに，「オ

ール徳島」による消費者としての意識を高める運動を展開します。
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第４章 具体的に取り組む施策

１ 計画の体系

計画では，７つの基本方針のもと，推進するための１５の施策の方向性を設定し，

ライフステージに応じた消費者教育や，多様な主体が連携・協働した体制づくりの推

進，「徳島版ＳＤＧｓ」の目標達成に向けた様々な取組を進めます。

〈県施策の方向性と主な取組内容〉

基本方針 施策の方向性 主な取組内容

１ライフステージ (1)学校等における取組の推進 ｱ 幼児期～高校生期の消費者教育

に応じた消費者 ｲ 若年成人期の消費者教育

教育の推進 (2)地域社会・職域における取組 ｱ 家庭における消費者教育

の推進 ｲ 地域における消費者教育

ｳ 事業所等における消費者教育

２社会情勢に対応 (1)成年年齢引下げへの対応 ｱ 若年成人に対する契約知識の普及

した消費者教育 ｲ 小・中・高校生期における消費者教育の充実

の推進 (2)高度情報通信ネットワーク社 ｱ インターネットトラブル等に関する理解の促進

会への対応 ｲ 情報活用能力(情報リテラシー)の育成

(3)高齢社会への対応 ｱ 高齢者に多い消費者被害に関する理解促進

ｲ 高齢者が参加しやすい講座等の実施

３人や社会，環境， (1)エシカル消費教育の推進 ｱ 学校におけるエシカル消費の推進

地域に配慮した ｲ 大学・大学院等におけるエシカル消費の推進

消費行動の推進 (2)エシカル消費の推進 ｱ 家庭・地域におけるエシカル消費の推進

ｲ 事業者・団体におけるエシカル消費の推進

４消費者教育の担 (1)消費者教育指導者の育成 ｱ 教職員研修での消費者教育の充実

い手の育成・活 ｲ 教員養成課程での消費者教育の充実

用 (2)消費者教育コーディネーターの育成 ｱ 地域における人材の育成・活用

５消費者の安全・ (1)分かりやすい情報による普及 ｱ 事故の未然防止，トラブル対応能力の育成

安心の確保に対 ・啓発 ｲ 分かりやすい教材を通じた情報提供

する体制の構築 (2)関係機関の連携・協働による ｱ 高齢者・障がい者等を見守るコミュニティーづくり

推進 ｲ 事業者における消費者志向経営の促進

ｳ 災害時，非常時に対応できる消費者の育成

６消費生活センタ (1)県消費者情報センターの役割 ｱ 地域における消費生活センター拠点化の促進

ーの機能強化 強化 ｲ 相談窓口の充実・強化

(2)市町村の取組への支援 ｱ 市町村における体制づくり

７「徳島モデル」の (1)関係機関との連携体制の充実 ｱ 消費者庁「モデルプロジェクト」と連携

消費者教育の推進 (2)「徳島モデル」を全国・世界に発信 ｱ 「オール徳島」県民運動の展開

以上の県の取組内容を担当課・連携機関とともに，一覧表で示します。

なお，ＫＰＩ(重要業績評価指標)のうち，令和元度までのＫＰＩを示したものは，

集中取組期間内における目標値であり，令和４年度までのＫＰＩを示したものは，
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本計画の期間内における目標値です。また，施策の内容が継続・変動する場合に

ついては，ＫＰＩを省略しています。

２ 主な取組内容

（１）ライフステージに応じた消費者教育の推進

以下のような発達段階に応じて，消費者教育を推進します。

発達段階 各期の学習目標

幼児期 様々な気づきの体験を通じて，家族や身の回りの物事に関

心を持ち，それを取り入れる時期

小学生期 主体的な行動，社会や環境への興味を通して，消費者とし

ての素地の形成が望まれる時期

中学生期 行動の範囲が広がり，権利と責任を理解し，トラブル解決

方法の理解が望まれる時期

高校生期 生涯を見通した生活の管理や計画の重要性，社会的責任を

理解し，主体的な判断が望まれる時期

若 者 生活において自立を進め，消費生活のスタイルや価値観を

確立し自らの行動を始める時期

成人一般 精神的，経済的に自立し，消費者市民社会の構築に，様々

な人々と協働し取り組む時期

高齢者 人生での豊富な経験や知識を消費者市民社会構築に活かす

時期

①学校等における取組の推進

ア 幼児期～高校生期の消費者教育

平成２９年３月３１日，幼稚園，小学校及び中学校の新学習指導要領が公示

されました。新学習指導要領では，子供たちが，変化の激しい社会を生き抜く

ための資質・能力を確実に育成することが改訂のポイントとして示されていま

す。この中で消費者教育は，改訂の重点事項として挙げられており，小・中学

校における技術・家庭科や社会科の中で，内容の充実が図られています。

このため，今後の消費者教育では，消費生活に関する基礎的・基本的な知識

を着実に習得するとともに，身に付いた知識を消費者・生活者の視点でどう使
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うか，そして持続可能な社会づくりに向けて，どのように人や社会，環境と関

わるかという視点が重要となってきます。

県では，新学習指導要領の趣旨に基づき，将来にわたって，合理的な意思決

定ができる「自立した消費者」として必要な能力・態度を育むとともに，公正

かつ持続可能な社会の形成に向けて，積極的に参画することができる消費者の

育成を目指し，各教科・科目はもとより，環境教育や食育，国際理解教育など

消費生活に関連する教育との連携やＳＤＧｓを取り入れたＥＳＤ(Education for

Sustainable Development)「持続可能な開発のための教育」（２００２年国連決

議)を系統的・体系的に推進します。

※ 特に関連が深いと思われるＳＤＧｓ：

取組内容／担当課 連携機関・団体

〈新次元の消費者教育推進事業「ＴＯＫＵＳＨＩＭＡ消費者教育」 市町村

ステップアップ事業〉 市町村教育委員会

「自立した消費者」として主体的に消費者市民社会の形成に積 県内大学，事業所

極的に参画する消費者を育成するため，幼稚園から高校まで消 法曹関係者

費者教育を推進する学校を「研究実践校」として指定し，その 県消費者協会

成果を事例報告集にまとめ広く発信します。 （学校教育課） 金融広報委員会

ＫＰＩ 研究実践校数

H29(34校）→ R1(44校) → R4(59校) 累計

〈新次元の消費者教育推進事業「ＴＯＫＵＳＨＩＭＡ消費者教育」 市町村

ステップアップ事業〉 市町村教育委員会

消費者として必要な知識や技術を習得し，将来「自立した消 県内大学，事業所

費者」として主体的に判断し行動することができる消費者力を 法曹関係者

育成するため，とくしま「消費者教育人材バンク」を活用し， 県消費者協会

多様な主体と連携した出前授業を推進します。 金融広報委員会

（学校教育課）（消費者くらし政策課）

ＫＰＩ 出前授業実践校

H29(50校）→ R1(55校) → R4(60校)

〈新次元の消費者教育推進事業「ＴＯＫＵＳＨＩＭＡ消費者教育」 市町村

ステップアップ事業〉 市町村教育委員会

自らの消費生活の安定及び向上に向けて主体的に判断し，行動 県消費者協会

することができる「自立した消費者」を育成するため，消費者

被害の未然防止や消費生活の向上を呼びかける啓発ポスターを

児童・生徒から募集し，県民に対して広く発信します。

（学校教育課）（消費者くらし政策課）

ＫＰＩ 啓発ポスターの活用事例数

H29(1枚）→ R1(3枚)→ R4(6枚)
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取組内容／担当課 連携機関・団体

〈私立学校における消費者教育の推進〉 県内大学，事業所

消費者として必要な知識や技術を習得し，将来「自立した消費 法曹関係者

者」として主体的に判断し行動することができる消費者力を育 県消費者協会

成するため，私立の幼稚園から高校までを対象に，とくしま「消 金融広報委員会

費者教育人材バンク」を活用し，多様な主体と連携した出前授

業を推進します。 （総務課）

〈とくしま「消費者教育人材バンク」〉 市町村

児童生徒の発達段階に応じて，系統的に消費生活について学習 教育委員会

できる内容の充実に向け，消費生活の各分野で活躍する人材を 県内大学，事業所

積極的に開拓し，人材バンクへの登録者の増大や登録者間の交 法曹関係者

流を図ることにより，学校における「出前授業」を推進します。 県消費者協会

（消費者くらし政策課）（県消費者情報センター） 金融広報委員会

ＫＰＩ 人材バンク登録団体数

H29(27団体）→ R1(40団体)→ R4(50団体) 累計

〈金銭・金融教育〉 市町村

金融及び経済を取り巻く環境の大きな変化に伴い，金銭を扱 県内大学

う場面において様々なリスクやトラブルに直面することが予想 県消費者協会

されるため，社会科・公民科，家庭科等を中心に，発達段階に 金融広報委員会

応じて，現在及び将来の生活を支え得る金融及び金融商品の取

扱いに関する知識の習得や金銭に対する健全な価値観を育成し

ます。 （学校教育課）

〈リスコミュニケーションの推進〉 市町村

食品を摂取する際の安全性の確保及び自主的かつ合理的な食 教育委員会

品の選択の機会の確保に関し重要な役割を果たしている食品の

表示について理解させ，食品の安全性に関するリスクコミュニ

ケーションの推進を図るため，小・中学生を対象としたジュニ

ア食品安全ゼミナール，高校生を対象とした食品表示ゼミナー

ルを開催し，「食の知」を高め，「食品表示」に興味を持ち，適

切に活用できる人材を育成します。 （安全衛生課）

ＫＰＩ リスクコミュニケーションとしての意見交換

会等参加者数 900名／年
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取組内容／担当課 連携機関・団体

〈「ふるさとの味」食育支援事業〉 市町村

地場産物を活用した学校給食を「生きた教材」として授業で使 市町村教育委員会

用し，食に対する正しい知識や食の大切さ，生産者への感謝の

気持ちや食品ロスの削減について，理解させるとともに食に対

する感謝の心を育みます。 （体育学校安全課）

ＫＰＩ 栄養教諭・学校栄養職員による食に関する授業を

半分以上の学年で実施する小・中学校の割合

H29(100％）→ R1(100％) → R4(100％)

〈環境・エネルギー教育推進事業〉 市町村教育委員会

エコリーダー養成講座や県環境・エネルギー教育発表会を開 エコみらいとくしま

催し，認証システムや具体的な活動内容を説明するとともに講

演を行います。また，認証取得校の取組や，環境教育に関する

資料をホームページ等から情報提供し，環境教育の推進を支援

します。これらの取組により，生命や自然を大切にし，地域の

環境を守るために行動できる，郷土を愛するモラルの高い児童

・生徒の育成につなげ，公立小中高等学校及び特別支援学校で

「新 学校版環境ISO」の認証校割合を伸ばします。

（学校教育課）

ＫＰＩ「新 学校版環境ＩＳＯ」認証を取得した学校の割合

H29(84.0％) → R1(86.5％) → R4(88.0％)

〈住育・木育推進〉 市町村

「徳島県木造住宅推進協議会」や「とくしま木づかい県民会議」 建築・林業事業者

を通じて，小中学生を対象としたフェアや出前講座を実施し， 建築・林業関係団体

県産木材への理解を深めるとともに，木材を正しく利用し，森

林を守ろうとする意識の醸成に向けて，住育・木育を推進しま

す。 （住宅課）・(林業戦略課）

〈川口ダム自然エネルギーミュージアム見学会・出前授業〉 市町村

川口ダム自然エネルギーミュージアムを核として，企業局が有 教育委員会

する「水力発電所」や「太陽光発電所」等の「自然エネルギー」 小学校

施設を活かし，児童生徒に「エネルギー」や「環境問題」，「科 中学校

学技術」への関心を深めるため，施設見学会や出前授業及び環

境学習イベントを実施します。 (経営企画戦略課)

ＫＰＩ 川口エネ・ミュー年間延べ体験者数

H30(16，577名)→ R1(17，500名)→R4(18，500名)
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取組内容／担当課 連携機関・団体

〈家庭教育支援の充実〉 市町村

家族形態の多様化，少子化，地域とのつながりの希薄化など， 教育委員会

家庭やそれを取り巻く環境が大きく変化し，家庭と子供が抱え 公民館連絡協議会

る問題が複雑化する中，学校や地域が連携して，ＰＴＡ活動 社会教育委員連絡協

等を通じ，保護者等に対する学習の機会及び情報を提供し，家 議会

庭教育を支援します。 （生涯学習課） 各ＰＴＡ団体

イ 若年成人期における取組の推進

消費者教育は，学校教育において行えば十分というものではなく，卒業後にお

いても高等教育機関や事業所において，若年成人に対する消費者教育を学び続け

ることができる環境づくりを行うことが必要です。

近年，２０歳代を中心にマルチ商法の被害が増加しており，特に，大学生等の

被害が増加しています。大学においても消費者トラブルを未然に防ぐための取組

として，学内へのポスター等の掲示や新入生オリエンテーションなど，学生への

支援を行っていますが，初等中等教育機関と異なり，消費者教育に関する授業科

目の開設や講義は，限られています。今後は消費生活や消費者トラブルについて

の情報や知識を獲得できる機会を拡大していくことが必要です。

県では，大学等と連携し，「自立した社会人としての消費者」の育成に向け，消

費生活に関する正しい知識の啓発や，消費者教育を学べる機会を提供します。

※ 特に関連が深いと思われるＳＤＧｓ：

取組内容／担当課 連携機関・団体

〈大学への出張講座，情報提供〉 県内大学

悪質商法や振り込め詐欺等の被害防止に向けて，「消費者教育 県消費者協会

の充実等のための連携に関する協定」に基づき，大学において

啓発を行う出前授業を行うとともに，大学祭において，最新の

情報提供を行います。

（消費者くらし政策課）(県消費者情報センター)

ＫＰＩ 出前授業回数

H29(4回）→ R1(4回) → R4(4回)

〈公益通報者保護制度の啓発〉 県内大学等

公益通報者保護制度の趣旨や内容，内部通報制度の種類や利

点等について，大学生等に理解を深める出前授業を実施するこ

とにより，公益通報者保護制度の周知・啓発を行います。

(県消費者情報センター)

ＫＰＩ 出前授業回数

H29(1回）→ R1(3回) → R4(6回) 累計
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取組内容／担当課 連携機関・団体

〈食品表示ウオッチャーの若い世代への拡充〉 県内大学

複雑な食品表示制度に関する正しい知識の不足などの課題に対

応するため，日常的な生活の中で食品表示の確認を行う「食品

表示ウォッチャー」を学生等若い世代に拡充し，食品表示状況

の幅広い情報収集と併せて，食品表示の正しい知識を持つ人材

を育成します。 (安全衛生課)

ＫＰＩ 食品表示ウォッチャーによる調査件数

1，000件／年

②地域社会・職域における取組の推進

ア 家庭における消費者教育

家庭は，子供たちの基本的生活習慣の確立や情操の涵養など，「生きる力」の

基礎的な資質や能力を育む，すべての教育の出発点です。

家庭における消費者教育の推進においては，保護者等が消費者教育の重要性

を認識することが何よりも重要です。近年，デジタルコンテンツに関する相談

年齢の低年齢化の現状からも，若年者の消費者トラブルの未然防止に向けて，

家庭で物と金銭の大切さを気付かせたり，インターネット等の使い方について

考えさせるとともに，家庭内でのルールづくりや親子で学ぶ機会の確保を図る

ことが必要です。また，消費生活上の事故等により，全国で１４歳以下の子供

が毎年，２００名以上死亡しており，子供の事故防止に向けた家庭の取組を支

援することが求められています。県では，家庭における消費者教育を支援する

ための情報提供や親子で学べる学習の機会を提供します。

※ 特に関連が深いと思われるＳＤＧｓ：

取組内容／担当課 連携機関・団体

〈とくしま「消費者教育人材バンク」〉 再掲 市町村

多様化・複雑化する消費生活に関して専門的な知識や技術を有 教育委員会

する人材を積極的に開拓し，人材バンクへの登録者の増大や登 県内大学，事業所

録者間の交流を図ることにより，地域のニーズに応じた「出前 法曹関係者

授業」を推進します。 県消費者協会

（消費者くらし政策課）（県消費者情報センター） 金融広報委員会

ＫＰＩ 人材バンク登録団体数

H29(27団体）→ R1(40団体)→ R4(50団体) 累計
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取組内容／担当課 連携機関・団体

〈はぐくみ実行委員会補助〉 市町村

〈はぐくみ情報発信強化事業〉 事業所・関係機関

子供の安全・安心を守るため，「おぎゃっと２１」など子育て 子育て支援団体

支援イベントや子育て支援ポータルサイト「とくしまはぐくみ

ネット」において，保護者の見守りや事故防止に向けて必要な

情報提供を行います。 (次世代育成・青少年課）

〈子どもの事故防止〉 市町村

事故防止の絵本や動画，チラシ等により，子供に対する啓発 教育委員会

を行うとともに，消費者庁をはじめとする関係機関と連携し， 小児科医会

「事故防止から事故発生時の対応」について，保護者や祖父母 看護協会，助産師会

等多様な対象者に合わせた啓発活動を行い，事故防止に向けた 子育て支援ネットワ

意識を高めるとともに，家庭看護力の向上を図ります。 ークとくしま

（消費者くらし政策課） 県内大学

ＫＰＩ ネットワーク会議の開催 保育事業連合会

H29(2回) → R1(4回）→ R4(10回）累計 幼稚園・子ども園長

ハンドブック等を用いた啓発市町村数 会

H29(24市町村) → R1(24市町村）→ R4(24市町村）

イ 地域における消費者教育

消費者が，生涯を通じて，安全で安心して豊かな消費生活を送るためには，

合理的な意思決定ができる「自立した消費者」にとどまらず，社会の一員とし

て，消費者市民社会の形成に向けて，積極的に行動する消費者になることが求

められており，地域においても消費者教育に取り組むことが必要です。

県では，消費者が，どこに住んでいても消費者教育を受けることができるよ

う，身近な場で消費者教育を受けられる機会の設定や講師派遣を行います。

また，消費者トラブルの防止に向けて，適切な情報提供を行うとともに，県

民，消費者行政，教育関係担当者が一同に介して交流できる場を設定します。

※ 特に関連が深いと思われるＳＤＧｓ：

取組内容／担当課 連携機関・団体

〈消費者まつり〉 市町村

県民，消費者行政，教育関係担当者が一同に介して交流できる 教育委員会

まつりを消費者月間である５月に開催し，消費生活情報の提供 県消費者協会

や消費者トラブル防止に向けて，内容の充実と規模の拡大を進

めます。 （県消費者情報センター）

ＫＰＩ まつりの参加者数

H29(400名）→ R1(450名）→ R4(500名）
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取組内容／担当課 連携機関・団体

〈公民館等の社会教育施設における学習機会の充実〉 市町村

社会が急激に変化し，過疎化，少子高齢化，健康・医療・福祉， 教育委員会

防災など，多くの地域課題が顕著化している中，公民館等の社 公民館連絡協議会

会教育施設が地域における生涯学習・社会教育活動の拠点とし 社会教育委員連絡協

て，地域住民の教養の向上，健康の増進，生活文化の振興，社 議会

会福祉の増進等を図るため，様々な学習機会及び学習情報を

提供し，地域住民の主体的な学びを支援します。（生涯学習課）

〈生活設計等啓発事業〉 金融広報委員会

「自立した消費者」となるためには，金銭・金融に関する正し

い知識を身に付けることが必要であることから，学校や地域コ

ミュニティーへ講師を派遣し，金銭・金融教育の普及に努める

とともに，啓発イベントにより，様々な年代に対して，知識の

浸透を図ります。 （消費者くらし政策課）

ＫＰＩ 金銭・金融教育関連イベント開催回数

H28(18回）→ R1(21回)→ R4(24回)

〈にし阿波・消費者啓発出前講座事業〉 県消費者情報センタ

高齢者等を標的にした悪質商法等の被害が後を絶たず，最新の ー

情報を地域に発信していくことが重要であることから，地域の 県消費者協会

ネットワークが高齢者等を狙った特殊詐欺や悪質商法等の被害

の未然防止に生かされるよう，地域住民の会合等の機会に，最

新の被害事例を紹介しながら知識や対処法等を学ぶ機会を提供

します。 (西部総合県民局地域創生部)

ＫＰＩ 出前講座受講者数

H30(250名以上)→ R1～R4（年間280名以上）

〈とくしま「消費者教育人材バンク」〉 再掲 市町村

多様化・複雑化する消費生活に関して専門的な知識や技術を有 教育委員会

する人材を積極的に開拓し，人材バンクへの登録者の増大や登 県内大学，事業所

録者間の交流を図ることにより，地域のニーズに応じた「出前 法曹関係者

授業」を推進します。 県消費者協会

（消費者くらし政策課）（県消費者情報センター） 金融広報委員会

ＫＰＩ 人材バンク登録団体数

H29(27団体）→ R1(40団体)→ R4(50団体)累計
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取組内容／担当課 連携機関・団体

〈リスクコミュニケーションの推進〉 県消費者協会

食に対する消費者の不安が高まっている中で，より多くの消費 子育て支援ネットワ

者の食品安全に関する理解を深めるため，「事業者発信型」や ークとくしま

「体験型」のリスクコミュニケーションや幅広い世代を対象と 食品関連事業者

した出前講座の実施など，多様な機関と連携したリスクコミュ

ニケーションを推進します。 （安全衛生課）

ＫＰＩ リスクコミュニケーションとしての意見交換

会等参加者数

900件／年

〈とくしま食育・地産地消推進事業〉 市町村

県産食材を活用し簡単に調理できる料理を募集する県民参加 教育委員会

のコンクールを開催し，優秀作品の給食献立への活用や，量販 ＪＡ全農とくしま

店とのコラボ商品化及びレシピ集の作成配布を通して，若い世

代を含めた県民の食に対する関心や意識を高めるとともに，県

産食材の価値を広く発信し，消費拡大につなげます。

（もうかるブランド推進課）

ＫＰＩ 県民の食育に関心を持っている人の割合

H29(84％)→ R1(90％)→ R4(95％）

〈子どもの事故防止〉 再掲 市町村

事故防止の絵本や動画，チラシ等により，子供に対する啓発 教育委員会

を行うとともに，消費者庁をはじめとする関係機関と連携し， 小児科医会

「事故防止から事故発生時の対応」について，保護者や祖父母 看護協会，助産師会

等多様な対象者に合わせた啓発活動を行い，事故防止に向けた 子育て支援ネットワ

意識を高めるとともに，家庭看護力の向上を図ります。 ークとくしま

（消費者くらし政策課） 県内大学

ＫＰＩ ネットワーク会議の開催 保育事業連合会

H29(2回)→ R1(4回）→ R4(10回）累計 幼稚園・子ども園長

ハンドブック等を用いた啓発市町村数 会

H29(24市町村)→ R1(24市町村）→ R4(24市町村）

ウ 事業所等における消費者教育

消費者教育は，生涯学習の一環として，様々な場を通して推進することが重

要であり，消費者教育推進法第１４条第３項には，事業者における従業員等へ

の消費者教育の推進が明記されています。

特に，２０歳代を中心としたマルチ商法の被害や「デジタルコンテンツ」，契

約等に関する相談件数が増加しており，採用直後から３０歳前後の若い従業員

への消費者教育は極めて重要となっています。

また，従業員も職場を離れれば消費者であり，社会に出てからの消費者教育
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を学ぶ機会が少なくなることから，消費生活に関する知識を深めることが必要

です。さらに，事業者には，持続可能な社会の形成に積極的に参画できるよう，

お客様相談室などを設け，消費者の声を生かした商品やサービスの開発，提供

が期待されています。

このため，県では，事業所等に対して，消費生活に関する情報提供や，各種

法令を遵守したコンプライアンス経営に取り組めるよう啓発を行います。

※ 特に関連が深いと思われるＳＤＧｓ：

取組内容／担当課 連携機関・団体

〈コンプライアンス経営強化推進事業〉 市町村

県内事業者のコンプライアンス経営の更なる向上を図るため， 経済団体

事業者や労働者向けの公益通報制度の周知や啓発を行うととも

に，若者や一般県民に対しても公益通報保護法の周知啓発を行

います。 （消費者くらし政策課）（県消費者情報センター）

ＫＰＩ 啓発イベント数

H29(2件）→ R1(2件) → R2(2件)

〈消費者教育推進への啓発〉 経済団体

社会人にとって必要な知識や技術を習得する機会を創出するた

め，経済団体が実施する事業者向け講習会・研修会等において，

消費者教育推進に向けた出前授業の活用や効果的な消費者教育

推進に向けて啓発を図ります。 （商工政策課）

〈とくしま「消費者教育人材バンク」〉 再掲 市町村

消費生活に関する高度な知識を有する人材を積極的に開拓し， 教育委員会

人材バンクへの登録者の増大や登録者間の交流を図ることによ 県内大学，事業所

り，事業所における「出前授業」を推進します。 法曹関係者

（消費者くらし政策課）（県消費者情報センター） 県消費者協会

ＫＰＩ 人材バンク登録団体数 金融広報委員会

H29(27団体）→ R1(40団体) → R4(50団体) 累計

〈四国の右下☆ＲＹＵＧＵ隊による地域貢献事業〉

県南地域の豊かな自然環境を守るため，ボランティアグルー

プ（四国の右下☆ＲＹＵＧＵ隊）が，地域の一員として，自然

保護のためのボランティア活動に取り組み，環境保全活動を通

じて，地域における持続可能な社会の形成に向けた意識の醸成

を図ります。 （南部総合県民局経営企画部）

ＫＰＩ 自然保護活動実施回数

H29(3回) → H30(3回) → R1(3回)
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（２）社会情勢に対応した消費者教育の推進

①成年年齢引下げへの対応

ア 若年成人に対する契約知識の普及

「全国消費生活ネットワークシステム（PIO-NET)」によると，平成３０年度，

契約当事者が１８歳から２２歳における相談件数は，１８歳が３，４５４件，

１９歳が４，７９３件，２０歳が８，８９４件，２１歳が７，８０２件，２２

歳が７，４９１件と２０歳になった若者(成人)からの相談件数は，未成年者か

らの相談件数の約２倍となっており，本県においても同様の結果となっていま

す。また，大学生等を中心に，マルチ商法による被害が増加しており，今後，

成年年齢が引き下げられると高校生を含む１８歳，１９歳の若者について，未

成年者取消権が行使できなくなることから，消費者被害に巻き込まれるリスク

の高まりと被害の拡大が懸念されます。

若年成人においては，高校卒業までに，クーリング・オフ制度や消費生活セ

ンターの役割等について，学ぶ機会があったにもかかわらず，消費者被害に遭

うケースが増加しています。生活の中で消費者問題を「自分ごと」化できてい

ない現状がうかがえ，大学等や職域において，当事者意識を高める消費者教育

を推進することが重要です。

県では，若年成人に多い契約トラブルについて学習する機会を提供するとと

もに，メールマガジン等により，消費生活に関する最新のトラブル情報を発信

するなど，成年年齢引下げを見据えた環境整備に取り組みます。

※ 特に関連が深いと思われるＳＤＧｓ：

取組内容／担当課 連携機関・団体

〈大学への出張講座，情報提供〉 再掲 県内大学

契約トラブル等の防止に向けて，「消費者教育の充実等のため 県消費者協会

の連携に関する協定」に基づき，大学において啓発を行う出前

授業を行うとともに，大学祭において，最新の情報提供を行い

ます。 （消費者くらし政策課）(県消費者情報センター)

ＫＰＩ 出前授業回数

H29(4回）→ R1(4回)→ R4(4回)

〈消費者教育推進への啓発〉 再掲 経済団体

社会人にとって必要な契約・取引に関する知識を習得する機会

を創出するため，経済団体が実施する事業者向け講習会・研修

会等において，消費者教育推進に向けた出前授業の活用や，効

果的な消費者教育推進に向けて啓発を図ります。

（商工政策課）
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取組内容／担当課 連携機関・団体

〈「とくしま消費者交流ひろば」メールマガジンによる情報提供〉 市町村

若者に多い消費者問題や契約トラブル等について，理解を深め 県消費者協会

るため，県消費者情報センターのホームページから情報を発信

するとともに，メールマガジンへの登録を呼びかけ，登録者に

毎週火曜日に情報を配信します。 (県消費者情報センター)

ＫＰＩ 配信回数

H29(50回）→ R1(150回) → R4(300回) 累計

ＫＰＩ 登録者数

H29(650名）→ R1(750名) → R4(900名) 累計

イ 小・中・高校生期における消費者教育の充実

学校における消費者教育においては，学習指導要領に基づき，系統的・体系的

に学習が行われていますが，成年年齢が引き下げられると，未成年者取消権の喪

失に伴い，高校生が悪質業者のターゲットとなるおそれがあり，消費者被害の増

大等が懸念されます。このため，学校における消費者教育については，令和４年

４月１日からの成年年齢引下げを見据え，これまで以上に契約に関する基本的な

考えや，契約に伴う責任，契約や取引のルール等の最低限の知識を身に付けさせ

るとともに，消費者ホットラインや消費生活センターの役割・機能等について，

理解させることが必要です。

県では，消費者庁が作成した高校生向け消費者教育啓発教材「社会への扉」を

活用した授業を，平成２９年度から全ての高校等で実施し，成年年齢引下げを見

据えた消費者教育の充実に取り組んでいます。さらに，平成３０年度には，徳島

ならではの「中学生向け消費者教育教材」を作成し活用促進を図るなど，引き続

き必要な知識等の普及・啓発に取り組みます。

※ 特に関連が深いと思われるＳＤＧｓ：

取組内容／担当課 連携機関・団体

〈とくしま「消費者教育人材バンク」〉 再掲 市町村

契約や消費者問題に関して専門的な知識や技術を有する人材を 教育委員会

積極的に開拓し，人材バンクへの登録者の増大や登録者間の交 県内大学，事業所

流を図ることにより，学校のニーズに応じた「出前授業」を推 法曹関係者

進します。 県消費者協会

（消費者くらし政策課）（県消費者情報センター） 金融広報委員会

ＫＰＩ 人材バンク登録団体数

H29(27団体）→ R1(40団体)→ R4(50団体) 累計
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取組内容／担当課 連携機関・団体

〈新次元の消費者教育推進事業「ＴＯＫＵＳＨＩＭＡ消費者教育」 市町村

ステップアップ事業〉 再掲 市町村教育委員会

成年年齢引下げを見据え，契約等の基本的な知識を身に付け 県内大学，事業所

させるため，とくしま「消費者教育人材バンク」を活用し，多 法曹関係者

様な主体と連携した出前授業を推進します。 県消費者協会

（学校教育課）（消費者くらし政策課） 金融広報委員会

ＫＰＩ 出前授業実践校

H29(50校）→ R1(55校)→ R4(60校)

〈私立学校における消費者教育の推進〉 再掲 県内大学，事業所

成年年齢引下げを見据え，契約等の基本的な知識を身に付けさ 法曹関係者

せるため，私立の幼稚園から高校までを対象に，とくしま「消 県消費者協会

費者教育人材バンク」を活用し，多様な主体と連携した出前授 金融広報委員会

業を推進します。 （総務課）

②高度情報通信ネットワーク社会への対応

ア インターネットトラブル等に関する理解の促進

総務省「平成３０年通信利用動向調査」によると，インターネットを利用して

いる個人の割合は，７９．８％であり，スマートフォンを保有する個人の割合も

６４．７％となっています。中でも，スマートフォンは，１３歳～５９歳の各年

齢階層で７割以上が利用しているとともに，高齢者によるインターネットの利用

も拡大しています。

こうした通信サービスが進む一方で，アダルト情報サイトやインターネット通

販，オンラインゲームなどに関する消費者トラブルや消費生活相談に加え，近年

は，シェアリング・エコノミーの浸透を背景として，インターネットオークショ

ンやフリマアプリ・フリマサイトなどを利用した個人間売買に関する相談も増加

しています。

本県でも，デジタルコンテンツに関連した消費生活相談件数が，増加している

ことから，トラブル等に関して理解及び関心を深めるための情報提供や啓発を積

極的に行います。

※ 特に関連が深いと思われるＳＤＧｓ：
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取組内容／担当課 連携機関・団体

〈「とくしま消費者交流ひろば」メールマガジンによる情報提供〉 市町村

再掲 県消費者協会

インターネットトラブル等について，理解を深めるため，県消

費者情報センターのホームページから情報発信を行うとともに

メールマガジンへの登録を呼びかけ，登録者に毎週火曜日に情

報を配信します。 (県消費者情報センター)

ＫＰＩ 配信回数

H29(50回）→ R1(100回)→ R4(150回) 累計

ＫＰＩ 登録者数

H29(650名）→ R1(750名)→ R4(900名) 累計

〈フィルタリング利用促進活動の推進〉 市町村

子供・若者がインターネットを介していじめや犯罪被害に遭う 教育委員会

ケースが後を絶たないことから，子供・若者や保護者の意識の 県内大学，事業所

向上と理解を深めるため，地域における子供・若者の支援者と 法曹関係者

して「ユースサポーター」を養成し，フィルタリングの活用等 県消費者協会

インターネットの適切な利用方法について，小・中学生や保護 金融広報委員会

者に対する啓発活動や支援活動を行います。 青少年補導センター

（次世代育成・青少年課）

ＫＰＩ ユースサポーターによるフィルタリング

利用促進活動回数

H30(120回）→ R1(120回)→ R4(120回)

イ 情報活用能力(情報リテラシー)の育成

情報化の進展により，確かな情報活用能力の育成が求められています。一人

一人が情報の発信者となる高度情報通信ネットワーク社会においては，情報の

使い方や選び方等の知識や技能の習得だけでなく，自分や他人の個人情報を保

護し，著作権や情報セキュリティー等の重要性を理解する情報モラルを身に付

けることが，消費者トラブルの防止についても重要です。

県では，関係機関と連携し，学校や地域のニーズに応じた情報モラル教育や

消費者教育を推進するとともに，教職員の指導力の向上に努めます。

※ 特に関連が深いと思われるＳＤＧｓ：
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取組内容／担当課 連携機関・団体

〈とくしま「消費者教育人材バンク」〉 再掲 市町村

デジタルコンテンツに関して専門的な知識や技術を有する人材 教育委員会

を積極的に開拓し，人材バンクへの登録者の増大や登録者間の 県内大学，事業所

交流を図ることにより，学校や地域のニーズに応じた「出前授 法曹関係者

業」を推進します。 県消費者協会

（消費者くらし政策課）（県消費者情報センター） 金融広報委員会

ＫＰＩ 人材バンク登録団体数

H29(27団体）→ R1(40団体)→ R4(50団体) 累計

〈教職員研修〉

新学習指導要領において「学習の基盤となる資質・能力」の

一つとして位置づけられた情報活用能力を，各教科等の特質を

生かし，教育活動全体を通して育むために，教職員のＩＣＴ活

用指導力向上に向けた取組を推進します。

（総合教育センター）

ＫＰＩ ＩＣＴを活用した授業実践の研修参加者数

H29(400名) → R1(410名) → R4(440名)

③高齢社会への対応

ア 高齢者に多い消費者被害に関する理解促進

近年，高齢化が急速に進行する中で，高齢者をめぐる消費者被害や消費者ト

ラブルが増加し，本県においても深刻化しています。

県消費者情報センターに寄せられている６０歳以上の高齢者からの相談件数

は，増加傾向にあり，その背景として，高齢者のみの世帯が増加し，身近に相

談できる人がいないケースや，家族と同居していても日中一人でいる時間の長

い高齢者が度重なる訪問販売や電話勧誘販売により，契約してしまうケースが

あります。また，高齢者の消費者トラブルの特徴として，被害に遭ったことに

気づかない，複数の被害に遭っている，被害金額が高額であることが挙げられ

ており，こうしたことから，高齢者に対して，契約の内容を確認した上で契約

することや，年金や資産の状況を把握して家計管理を行うこと，環境保全に関

する生活上の知恵や工夫を次世代に伝えるといった直接的に消費者教育を行う

機会を設定するとともに，情報提供を適切に行うことが必要です。

さらに，記憶力や判断力が低下し，要介護を必要とする高齢者を見守る人材

に対しても，情報提供が必要であり，県では，引き続き，関係機関と連携し，

高齢者等に対して，消費者被害に関する情報提供及び相談窓口の普及・啓発に

取り組みます。
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※ 特に関連が深いと思われるＳＤＧｓ：

取組内容／担当課 連携機関・団体

〈特殊詐欺被害防止に向けた情報発信〉 市町村

特殊詐欺の被害防止に向け，被害状況や手口についての情報 警察

及び制作したＣＭを，県のホームページやソーシャルメディア

を通して発信します。

（消費者くらし政策課)（県消費者情報センター)

ＫＰＩ 特殊詐欺に関するホームページでの情報発信数

H29(12回）→ R1(36回) → R4(72回) 累計

〈見守り手帳の作成・発行〉 市町村

特殊詐欺等から高齢者を守るため，声かけのポイントや様々 県消費者協会

な手口と対処法，相談連絡先等を掲載した，いつでも手軽に持

ち運べる見守り手帳の内容の改善と啓発に努めます。

（県消費者情報センター）

ＫＰＩ 見守り手帳発行部数

H29(2，000部）→ R1(2，000部) → R4(2，000部)

イ 高齢者が参加しやすい講座等の実施

活動的で豊かな知恵を持つアクティブシニアと呼ばれる高齢者が増える中，

高齢者に対する消費者教育を進めるには，町内会や介護予防教室等地域の高齢

者が集まる場所に出向き，学習の機会を提供するとともに，高齢者相互の交流

や社会参加を促し，ともに学び合う場として，生涯学習講座を開講することが

必要です。県では，関係機関と連携し，高齢者に刻々と変化する消費生活や消

費者トラブルについて学べる講座や機会を提供します。

※ 特に関連が深いと思われるＳＤＧｓ：

取組内容／担当課 連携機関・団体

〈とくしま「消費者教育人材バンク」〉 再掲 市町村

多様化・複雑化する消費生活に関して専門的な知識や技術を有 教育委員会

する人材を積極的に開拓し，人材バンクへの登録者の増大や登 県内大学，事業所

録者間の交流を図ることにより，高齢者に分かりやすい「出前 法曹関係者

授業」を推進します。 県消費者協会

（消費者くらし政策課）（県消費者情報センター） 金融広報委員会

ＫＰＩ 人材バンク登録団体数

H29(27団体）→ R1(40団体)→ R4(50団体) 累計
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取組内容／担当課 連携機関・団体

〈徳島県シルバー大学校講義〉 とくしま“あい”ラ

高齢者が安全で安心な消費生活を送る上で，必要な知識を身 ンド推進協議会

に付けることができるよう，徳島県シルバー大学校の講義に，

最新の消費者トラブルについて周知・啓発する内容を盛り込み

ます。 （長寿いきがい課)

〈にし阿波・消費者啓発出前講座事業〉 再掲 県消費者情報センタ

高齢者等を標的にした悪質商法等の被害が後を絶たず，最新の ー

情報を地域に発信していくことが重要であることから，地域の 県消費者協会

ネットワークが高齢者等を狙った特殊詐欺や悪質商法等の被害

の未然防止に生かされるよう，地域住民の会合等の機会に，最

新の被害事例を紹介しながら知識や対処法等を学ぶ機会を提供

します。 (西部総合県民局地域創生部)

ＫＰＩ 出前講座受講者数

H30(250名以上)→ R1～R4（年間280名以上）

（３）人や社会，環境，地域に配慮した消費行動の推進

①エシカル消費教育の推進

ア 学校におけるエシカル消費教育の推進

近年，人や社会，環境，地域に配慮したものやサービスを選んで消費するエ

シカル消費に対する意識の高まりが見られる一方で，認知度はまだ低く，学校

における消費者教育においても，自らの消費行動が，社会経済情勢や地球環境

に影響を及ぼすことを自覚させ，持続可能な社会の構築に向けて，積極的に参

画することができる実践的な態度を育成することが求められています。

環境省が発表した「我が国の食品廃棄物等及び食品ロスの発生量の推計値」

によると，平成２８年度の食品ロスは，年間約６４３万トンと推計されており，

このうち約２９１万トンが家庭から排出されています。

令和元年１０月１日に，「食品ロスの削減の推進に関する法律」が施行されたこ

とにより，今後，国民運動として持続的に食品ロスの削減に取り組む必要があ

ります。また，「パリ協定」(２０１５年ＣＯＰ２１で採択)を踏まえ，県では，

食品ロス削減や温室効果ガス削減に向けて，自らの問題として捉え，課題解決

に取り組むことができる児童生徒の育成を図るとともに，ＥＳＤの理念をふま

え，生産者・消費者の立場から，持続可能な社会の担い手を育む教育を推進します。

※ 特に関連が深いと思われるＳＤＧｓ：
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取組内容／担当課 連携機関・団体

〈新次元の消費者教育推進事業「Go!Go!エシカル」わくわく徳島 市町村

プロジェクト〉（エシカルクラブ） 市町村教育委員会

公立高等学校における「エシカル消費」を研究・実践する「エ 県内大学

シカルクラブ」において，学校の特色に応じた啓発・実践活動 事業所

を推進します。 （学校教育課） 関係部局

〈１８歳！新成人への学びプログラム事業〉 事業所

高校生によるエシカル消費の研究・実践の取組を広く全国に 関係部局

発信します。 （学校教育課）

〈特別支援学校「エシカルチャレンジ」事業〉 事業所

これまで培ってきたリサイクル活動や商品開発の視点から特

別支援学校を「エコステーション」として拠点化し，児童生徒

がエコボランティアとして，開発したエシカル商品や製品を家

庭や地域に提供することにより，エシカル消費に対する意識の

向上を図ります。 （特別支援教育課）

ＫＰＩ エシカル活動・作品を地域に提供した学校数

H30(7校)→ R1(8校）→ R4(11校)

〈私立学校におけるエシカル消費教育の推進〉 県内大学，事業所

エシカル消費の普及・拡大を図るため，私立の幼稚園から高校 法曹関係者

までを対象に，とくしま「消費者教育人材バンク」を活用し， 県消費者協会

多様な主体と連携した出前授業を推進します。 （総務課） 金融広報委員会

〈みんなで学ぶ！エシカル教室〉 市町村

エシカル消費への理解や実践力を高めるため，食を通して食品 教育委員会

ロスや地産地消，ＧＡＰ，ロハス，フェアトレードなどを学べ 企業，大学

るエシカル教室を開催します。 (消費者くらし政策課） 県消費者協会

ＫＰＩ エシカル教室開催数

H30(2回)→ R1(3回）→ R4(6回) 累計

〈エシカル消費自主宣言〉 市町村

事業活動や消費生活，学校教育に，エシカル消費教育を取り入 教育委員会

れ，エシカル消費を普及・浸透させる取組として，エシカル消 企業・団体

費に先進的に取り組む学校，事業者等からの「エシカル消費自 NPO法人

主宣言」を促進します。 （消費者くらし政策課） 県内大学

ＫＰＩ 宣言事業者・団体数

H29(20団体）→ R1(41団体)→ R4(60団体) 累計
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取組内容／担当課 連携機関・団体

〈エシカル農産物の消費拡大推進〉 ＪＡ等生産者団体

持続可能性の高い生産方法で栽培される「GAP認証取得農産物」， 教育委員会

「有機農産物」，「エコファーマー生産農産物」を「エシカル農

産物」として位置づけ，選択的購入を積極的にしてもらえるよ

う，ＰＲイベントや消費拡大キャンペーン，出前授業を実施し

ます。 （もうかるブランド推進課）

〈とくしま「消費者教育人材バンク」〉 再掲 市町村

エシカル消費について学習できる内容の充実に向け，消費生活 教育委員会

の各分野で活躍する人材を積極的に開拓し，人材バンクへの登 県内大学，事業所

録者の増大や登録者間の交流を図ることにより，学校における 法曹関係者

「出前授業」を推進します。 県消費者協会

（消費者くらし政策課）（県消費者情報センター） 金融広報委員会

ＫＰＩ 人材バンク登録団体数

H29(27団体）→ H31(40団体)→ H34(50団体) 累計

〈６次産業化実践教育ステップアップ事業〉 県内大学

地域に貢献し，持続可能な社会を担う人材を育成するため，「６ 事業所

次産業化実践教育ステップアップ事業」において，エシカル消 関係部局

費やＳＤＧｓの目標１２「つくる責任，つかう責任」の視点を

踏まえ，地域資源を生かした，地元企業での販売につながる６

次産業化商品の開発を推進します。 (教育創生課）

ＫＰＩ 販売商品開発数

R2(3商品) → R4(9商品) 累計

〈環境学習サポート事業〉 ＮＰＯ法人環境首都

「食品ロス削減」を推進するため，紙芝居等を活用した「出前 とくしま創造センタ

授業」を児童生徒に対して開催します。 ー

（環境首都課）

ＫＰＩ 環境学講座の開催数

H29(3回) → R1(9回）→ R4(18回) 累計
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取組内容／担当課 連携機関・団体

〈化学物質適正利用促進事業〉 市町村

美しく豊かな環境を未来に継承するため，企業等と連携し， 教育委員会

児童生徒を対象に，化学物質が有する環境リスクとその適正利 事業所

用に関する啓発行事やセミナー等を計画的に実施することによ 住民団体

り，有害化学物質の消費量削減への取組を促進します。

（環境管理課）

ＫＰＩ 啓発行事，セミナー等実施回数

H29(1回) → R1(2回）→ R4(2回）

※ 学校・大学・地域・事業者対象の総計で設定

〈未来へつなぐ「とくしまＳＡＴＯＵＭＩ」推進事業〉 市町村

「水質改善」と「生物多様性・生産性」を両立した「とくしま 教育委員会

のＳＡＴＯＵＭＩ（里海）」づくりを推進するため，自分たち シルバー大学校

の生活が河川や海の水質に及ぼす影響について学ぶ「水質汚濁

を考える教室」の充実を図ります。 （環境管理課）

ＫＰＩ 開催回数

H29(7回)→ R1(21回）→ R4(42回）累計

〈川口ダム自然エネルギーミュージアム見学会・出前授業〉再掲 市町村

川口ダム自然エネルギーミュージアムを核として，企業局が有 教育委員会

する「水力発電所」や「太陽光発電所」等の「自然エネルギー」 小学校

施設を活かし，児童生徒に「エネルギー」や「環境問題」，「科 中学校

学技術」への関心を深めるため，施設見学会や出前授業及び環

境学習イベントを実施します。 (経営企画戦略課)

ＫＰＩ 川口エネ・ミュー年間延べ体験者数

H30(16，577名)→ R1(17，500名)→R4(18，500名)

イ 大学・大学院等におけるエシカル消費の推進

エシカル消費の普及・拡大には，学校教育だけでなく，大学・大学院等にお

いても，エシカル消費に対する理解を深める取組を行うことが必要です。

県内大学で行われた消費生活に関する意識調査では，クーリング・オフ制度

等，学校教育で学習したことについては，既有知識として持っていますが，消

費者市民社会や消費が社会に与える影響についての知識は乏しいことがうかが

えます。また，節約につながるような身近な行動はできていますが，今後は，

積極的に環境に配慮した行動がとれるよう意識を高めていく必要があります。

そのため，県では大学・大学院等と連携し，エシカル消費を学べる機会やイ

ベント等の情報提供を行い，大学・大学院等におけるエシカル消費の普及・啓

発を行います。
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※ 特に関連が深いと思われるＳＤＧｓ：

取組内容／担当課 連携機関・団体

〈大学への出張講座，情報提供〉 県内大学

エシカル消費への関心を高め，意識を醸成するために，「消費 県消費者協会

者教育の充実等のための連携に関する協定」に基づき，大学に

おいて啓発を行う出前授業を実施するとともに，イベント紹介

や，大学祭においてエシカル消費の発信を行います。

（消費者くらし政策課）(県消費者情報センター)

ＫＰＩ 出前授業回数

H29(4回）→ R1(4回)→ R4(4回)

〈化学物質適正利用促進事業〉 再掲 市町村

美しく豊かな環境を未来に継承するため，企業等と連携し， 教育委員会

学生を対象に，化学物質が有するリスクとその適正利用に関す 事業所

る啓発行事やセミナー等を計画的に実施することにより，有害 住民団体

化学物質の消費量削減への取組を促進します。（環境管理課）

ＫＰＩ 啓発行事，セミナー等実施回数

H29(1回) → R1(2回）→ R4(2回）

※ 学校・大学・地域・事業者対象の総計で設定

②エシカル消費の推進

ア 家庭・地域におけるエシカル消費の推進

より良い社会に向けて，人や社会，環境に配慮した消費行動であるエシカル

消費は，生活の中で着実に浸透しつつありますが，認知度はまだ低く，家庭や

地域，職域など様々な場で，エシカル消費に対する意識や行動を高めていくこ

とが必要です。

これまで，消費者庁主催「エシカル・ラボ」の本県での開催や，地方創生の

可能性を秘めたエシカル消費を県民に発信する「エシカル de地方創生」を開催
し，「とくしまエシカル宣言」を行うなど，「エシカル消費」の認知度向上に取

り組んでいます。

一方で，本県においては，食品ロスの問題をはじめ，今なお廃棄物の排出量

は高水準で推移しており，県民総ぐるみで，ごみの排出量を減らし，３Ｒの推

進を図っていくことも必要です。また，県内総生産に占める家計消費支出の割

合は，平成２８年度においても，約５５％に達していることから，家庭におけ
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る消費行動は，環境や地域，社会に大きな影響を及ぼしています。

県では，消費者や事業者，教育機関など多様な主体が参画したエシカル消費

推進のプラットホーム「とくしまエシカル消費推進会議」を拠点とし，ＳＤＧｓ

達成に向け，より一層，エシカル消費についての知識の啓発や，実践力を高め

る取組を推進します。

※ 特に関連が深いと思われるＳＤＧｓ：

取組内容／担当課 連携機関・団体

〈エシカル消費の浸透・定着〉 市町村

ＳＤＧｓが目指す誰一人取り残さない持続可能な社会の実現 教育委員会

に寄与し，人や社会，環境などに配慮した消費行動であるエシ 県内大学

カル消費を県民の暮らしに浸透・定着させるため，地域での消 企業・団体

費者教育や消費者まつり等行事の開催，事業者・団体によると ＮＰＯ法人

くしまエシカル消費自主宣言の募集などを実施し，県民のエシ 県消費者協会

カル消費に対する認知度向上を図ります。 報道機関

（消費者くらし政策課）

ＫＰＩ エシカル消費の認知度

H30(34%)→ R4(43%）

〈とくしまエシカル消費推進会議〉 市町村

県内におけるエシカル消費の普及推進を一層加速させるため， 教育委員会

地方では初めてとなる「エシカル消費」の推進組織として，関 県内大学

係者がそれぞれの強みを活かしながら，エシカル消費の普及啓 事業所

発や教育活動等の企画運営，取組の全国への情報発信等を行い 県消費者協会

ます。 （消費者くらし政策課） 報道機関

〈エシカル消費自主宣言〉 再掲 市町村

事業活動や消費生活，学校教育に，エシカル消費教育を取り入 教育委員会

れ，エシカル消費を普及・浸透させる取組として，エシカル消 企業・団体

費に先進的に取り組む学校，事業者等からの「エシカル消費自 NPO法人

主宣言」を促進します。 （消費者くらし政策課） 県内大学

ＫＰＩ 宣言事業者・団体数

H29(20団体）→ R1(41団体)→ R4(60団体) 累計
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取組内容／担当課 連携機関・団体

〈脱炭素「ステップアップ」事業〉 ＮＰＯ法人環境首都

限りある資源を大切にするとともに，廃棄物の減量化を図り， とくしま創造センタ

温室効果ガス削減を推進するため，県民一人一人が，家庭で不 ー

要となり廃棄するものを有効活用したり，リサイクル製品の率

先購入など３Ｒを積極的に推進できるようエコみらいとくしま

を活用した講座を開催します。 （環境首都課）

ＫＰＩ とくしま環境首都学校の開催数

H29(10回）→ R1(15回)→ R4(20回)

〈徳島夏・冬のエコスタイル〉 とくしま環境県民会

エコでエシカルな脱炭素型ライフスタイルへの転換を図るため 議

電力需給が高まる夏場と冬場を中心に，節電・省エネを呼びか 徳島県地球温暖化防

ける啓発活動を実施し，脱炭素社会の実現を推進します。 止活動推進センター

（環境首都課）

〈とくしまの「あおぞら発見」学習事業〉 市町村

大気環境保全への意識と関心を高めるため，大気環境移動測 教育委員会

定車による大気環境測定の場を活用して，小学生等を対象に環 保健製薬環境センタ

境学習を実施し，大気環境保全への取組について理解を深めま ー

す。 （環境管理課） 地域の自治会

ＫＰＩ 実施市町村数 住民団体

H29(1市町村)→ R1(5市町村）→ R4(11市町村) 累計

〈社会的課題に対応するための学校給食の活用事業〉 市町村

地産地消や食品ロスなど食に関わる社会的課題に対応するた 市町村教育委員会

め栄養教諭による地場産物を学校給食に活用するための調理技

術マニュアル等を活用し，栄養教諭・学校栄養職員の研修会等

でマニュアルの活用や地場産物の活用の推進を図ります。

（体育学校安全課）

〈学校給食における地場産物の活用促進〉 市町村

学校給食を「生きた教材」として活用し，地場産物や徳島の 市町村教育委員会

食文化への理解を深めるため，学校給食における地場産物の活

用を推進します。また，全ての学校給食調理場等で学校給食に

地場産物を活用する割合を調査して把握します。

（体育学校安全課）

ＫＰＩ 学校給食に地場産物を活用する割合

H29(35.0%) → R1(35.0%）→ R4(35.0%）
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取組内容／担当課 連携機関・団体

〈エシカル農産物の消費拡大推進〉 再掲 ＪＡ等生産者団体

持続可能性の高い生産方法で栽培される「GAP認証取得農産物」， 教育委員会

「有機農産物」，「エコファーマー生産農産物」を「エシカル農

産物」として位置づけ，選択的購入を積極的にしてもらえるよ

う，ＰＲイベントや消費拡大キャンペーン，出前授業を実施し

ます。 （もうかるブランド推進課）

〈薬に関する啓発事業〉 （一社）徳島県薬剤

ジェネリック医薬品の使用促進を図るため，わかりやすい情報 師会

発信を行うとともに，医薬品を適正に使用するため，「かかり 県消費者協会

つけ薬局」等を積極的に利用し，薬に関する理解が深まるよう， シルバー大学校

「エシカル消費」醸成の観点で啓発事業を実施します。 徳島県保険者協議会

（薬務課)

ＫＰＩ ジェネリック医薬品等に関する講習会受講者数

H28(688名)→ R1(2，000名）→ R4(3，500名）累計

〈化学物質適正利用促進事業〉 再掲 市町村

美しく豊かな環境を未来に継承するため，企業等と連携し， 教育委員会

県民を対象に，化学物質が有するリスクとその適正利用に関す 事業所

る啓発行事やセミナー等を計画的に実施することにより，有害 住民団体

化学物質の消費量削減への取組を促進します。（環境管理課）

ＫＰＩ 啓発行事，セミナー等実施回数

H29(1回)→ R1(2回）→ R4(2回）

※ 学校・大学・地域・事業者対象の総計で設定

〈海とつながるまちづくり事業〉 地域ＮＰＯ

清掃活動やビーチコーミングなどのフィールド学習，イベン 自然保護活動団体

ト，研修会での啓発活動をとおして，自然環境をどのように守

っていくかを考える機会を創出し，「環境行動宣言」として文

章化することで，家庭でできる具体的な行動を促します。

（南部総合県民局保健福祉環境部）

ＫＰＩ 環境行動宣言者数

R1(100名）→ R4(400名) 累計

〈未来へつなぐ「とくしまＳＡＴＯＵＭＩ」推進事業〉 再掲 市町村

「水質改善」と「生物多様性・生産性」を両立した「とくしま 教育委員会

のＳＡＴＯＵＭＩ（里海）」づくりを推進するため，自分たち シルバー大学校

の生活が河川や海の水質に及ぼす影響について学ぶ「水質汚濁

を考える教室」の充実を図ります。 （環境管理課）

ＫＰＩ 開催回数

H29(7回) → R1(21回）→ R4(42回) 累計
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イ 事業者・団体におけるエシカル消費の推進

エシカル消費の推進においては，消費者の行動はもとより，商品の選択の機

会を提供する事業者の取組みが不可欠です。

事業者がエシカル消費に取り組み，その思いを消費者や社会に対して発信す

ることで，商品やサービスを通じて，消費者と事業者間のコミュニケーション

の深化につながります。

県では，事業者におけるエシカル消費推進に向けての意識の向上を図るため，

「とくしまエシカル宣言」の主旨に賛同する事業者の拡大及び交流の促進に努

めます。

※ 特に関連が深いと思われるＳＤＧｓ：

取組内容／担当課 連携機関・団体

〈エシカル消費自主宣言〉 再掲 市町村

事業活動や消費生活，学校教育に，エシカル消費教育を取り入 教育委員会

れ，エシカル消費を普及・浸透させる取組みとして，エシカル 事業所・団体

消費に先進的に取り組む学校，事業者等からの「エシカル消費 NPO法人

自主宣言」を促進します。 （消費者くらし政策課） 県内大学

ＫＰＩ 宣言事業者・団体数

H29(20団体）→ R1(41団体)→ R4(60団体) 累計

〈とくしまエシカルアワード〉 市町村

県内のエシカル消費の普及推進に顕著な功績のあった事業者等 教育委員会

を表彰し，その功績を称え広く紹介することにより，県内事業 事業所・団体

者等のエシカル消費に関する意識の高揚を図ります。 NPO法人

（消費者くらし政策課） 県内大学

ＫＰＩ 表彰事業者・団体数

H30(2事業者・団体）→ R4(8事業者・団体) 累計

〈徳島夏・冬のエコスタイル〉 再掲 とくしま環境県民会

エコでエシカルな脱炭素型ライフスタイルへの転換を図るため 議

電力需給が高まる夏場と冬場を中心に，節電・省エネを呼びか 徳島県地球温暖化防

ける啓発活動を実施し，脱炭素社会の実現を推進します。 止活動推進センター

（環境首都課）
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〈化学物質適正利用促進事業〉 再掲 市町村

美しく豊かな環境を未来に継承するため，企業等と連携し， 教育委員会

事業者を対象に，化学物質が有するリスクとその適正利用に関 事業所

する啓発行事やセミナー等を計画的に実施することにより，有 住民団体

害化学物質の消費量削減への取組を促進します。

（環境管理課）

ＫＰＩ 啓発行事，セミナー等実施回数

H29(1回)→ R1(2回）→ R4(2回）

※ 学校・大学・地域・事業者対象の総計で設定

（４）消費者教育の担い手の育成・活用

①消費者教育指導者の育成

ア 教職員研修での消費者教育の充実

学校教育は，消費者教育の実践の場であり，教職員には，消費者教育の推進

役としての役割が期待されています。

子供たち一人一人の消費者力の育成をはじめ，学習指導要領の理念である「生

きる力」を育むという観点から，消費者市民社会の形成に向けて，積極的に参

画できる消費者を育むための指導力や，消費生活を取り巻く社会変化に適切に

対応できる資質能力を高めていくことが求められています。

また，消費者教育の推進においては，教科・科目にとどまらず，教科横断的

な視点で目標の達成に必要な教育内容を把握し，カリキュラム・マネジメント

を実施していくことが必要であり，県では，その推進役となる指導者の養成を

はじめ，教職員の指導力の向上に努めます。

※ 特に関連が深いと思われるＳＤＧｓ：

取組内容／担当課 連携機関・団体

〈消費者教育研修講座〉 県内大学，事業所

幼・小・中・高校・特別支援学校教職員及び市町村行政職員 法曹関係者

を対象に，ライフステージに応じた消費者教育の意義や消費者 県消費者協会

トラブルの最新状況，トラブル回避のポイント，エシカル消費

等の効果的な指導方法や，ギャンブル等依存症への理解を深め

る研修を行います。 （学校教育課）(消費者くらし政策課)

ＫＰＩ 研修参加者数

H30(30名) → R1(50名) → R4(90名) 累計
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イ 教員養成課程での消費者教育の充実

大学の教員養成課程で学ぶ学生に対しては，将来の消費者教育の担い手とし

て，資質能力の向上を図っていくことが求められていますが，家庭科教育の講

座以外では，学ぶ機会が限定されています。

大学では，学部・大学院で可能な限り，多くの学生が消費者教育を学べるよ

う，共通科目での消費者教育の授業回数を増加するとともに，最新の相談事例

等が学べるよう関係機関と連携を図っています。

県では，教員養成課程の学生が，消費者教育に関する実践力を高めることが

できるよう県消費者情報センターが行う出前授業に授業サポーターとして派遣

します。

※ 特に関連が深いと思われるＳＤＧｓ：

取組内容／担当課 連携機関・団体

〈出前授業へのサポーター派遣〉 市町村

スマートフォンや電子ゲーム機などによるインターネット利 県内大学

用の低年齢化に伴い，ＳＮＳ等のトラブルが増加しており，デ 教育委員会

ジタルコンテンツ等に対する指導力を身に付ける取組として県

消費者情報センターが実施する出前授業のサポーターとして学

生を派遣します。 (県消費者情報センター)

ＫＰＩ 授業サポーター数

H29(15名）→ R1(25名) → R4(50名)

②消費者教育コーディネーターの育成

ア 地域における人材の育成・活用

地域における消費者教育を推進するためには，消費者トラブルの現状や消費

者教育についての情報を収集し，発信することができる人材の確保とともに，

地域の実情に応じて，消費者と行政をつなぎ，コーディネーターとしての役割

を果たすことができる推進役の育成が必要です。

本県では，これまで県消費者情報センターが拠点となり，昭和６２年に地域

のリーダーを養成する消費者大学校を開校するとともに，平成１７年には大学

院を創設し，これまでに合わせて２，０００名以上が卒業しています。また，

平成１８年度からは，地域や高齢者等の消費生活を見守り，消費者と行政をつ

なぐ人材として「くらしのサポーター“阿波の助っ人”」に県民６１５名と２０

団体を登録しています。さらに，くらしのサポーターの活動を支援し，地域の

消費者教育の指導者を養成するため，平成２５年度には国の動きに先駆けて「消

費生活コーディネーター」制度を創設するなど，先進的な取組を進めています。

加えて，平成１５年度から，高等学校教員を長期研修生として，県消費者情
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報センターに派遣しており，学校と地域，行政をつなぐ役割を果たしています。

「消費者教育に関する基本的な方針」では，コーディネーターについて，い

かなる名称にするかは問わないとされており，県では，これらの人材がコーデ

ィネーターの機能を果たしていくとの整理で進めており，引き続き，県民７３

万人の消費生活を支える人材の育成・活用に努めます。

※ 特に関連が深いと思われるＳＤＧｓ：

取組内容／担当課 連携機関・団体

〈消費生活コーディネーター養成〉 市町村

くらしのサポーター活動の効果を高めるため，くらしのサポー 県消費者協会

ターへの指導・助言を行うとともに，消費生活に関する専門的 各種団体

な知見を生かし，消費者被害を防止するための啓発活動，自主

講座の企画・運営等の活動を行うコーディネーターの養成に取

り組み，市町村等地域との連携強化を推進します。

(県消費者情報センター)

ＫＰＩ 消費生活コーディネーター認定者数

H29(50名) → R1(60名) → R4(70名) 累計

〈くらしのサポーター養成〉 市町村

くらしに関する問題について関心を持ち，地域のボランティア 県消費者協会

として活動できる県民を，新たな人材としてくらしのサポータ

ーに認定するとともに，サポーター研修を充実させるなど，活

動の活性化とサポーター同士の交流を促進することにより，消

費者ネットの担い手としての役割強化を図ります。

(県消費者情報センター)

ＫＰＩ くらしのサポーター認定者数

H29(560名) → R1(620名) → R4(710名) 累計

〈消費者大学校・大学院の運営〉 県内大学

複雑化・多様化する消費生活に関する専門的な知識や技術， 事業所

問題対処能力を身に付けるとともに，エシカル消費や食の安全 県消費者協会

安心など幅広い視点から，地域の消費者教育を推進するリーダ

ーを養成します。 (県消費者情報センター)

ＫＰＩ リーダー養成数

H29(126名）→ R1(230名)→ R4(340名) 累計
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（５）消費者の安全・安心の確保に対する体制の構築

①分かりやすい情報による普及・啓発

ア 事故の未然防止，トラブル対応能力の育成

消費者トラブルは，契約トラブルだけでなく，製品・サービスによる事故も

発生しています。製品やサービスによる事故で，ケガをしたり，時には亡くな

ってしまうケースもあり，県では，消費者事故等の情報について，消費者庁や

国民生活センターから発信された注意喚起情報等を県民に向けて，県消費者情

報センターホームページから発信しています。

また，近年，消費生活上の事故等により，全国で１４歳以下の子供が毎年

２００名以上死亡しており，中でも０歳児から６歳児までの死亡事故の発生率

が高くなっています。このため，県では，関係機関と連携し，「子供を事故から

守る！プロジェクト」を推進し，子供の事故防止に関して積極的に取り組んで

います。

加えて，食の安全・安心を脅かす事案が本県においても発生していることか

ら，徳島県ホームページにおいて，食品の生産から消費に至る食の安全・安心

の確保に向けた情報提供を行っています。県では，引き続き，製品・サービス

の事故防止に向けて，知識の普及を図るとともに，トラブルに対して的確に対

応することができるよう，啓発活動に努めます。

※ 特に関連が深いと思われるＳＤＧｓ：

取組内容／担当課 連携機関・団体

〈「食の安全安心情報ポータルサイト」による情報提供〉 保健所

食品等の自主回収や食品表示に関する情報，食中毒の発生状況

など，食の安全・安心の確保に必要な情報や，食の安全・品質

管理に取り組んでいる企業情報を提供します。

（安全衛生課）

〈「とくしま食品表示Ｇメン」活動〉 市町村

食品事業者の事業所に立ち入り，食品表示等の調査や店舗で 保健所

のメニュー表示等を調査するとともに，食品表示法等に基づき 関係部局

厳正に対処し，食品表示の適正化を推進します。

（安全衛生課）

ＫＰＩ 立入検査件数

3，200件／年

〈栄養表示相談窓口設置〉 保健所

食品関連事業者に対する栄養成分表示に関する相談や支援を行

うとともに，消費者に対して栄養成分表示の読み取り方や健康

食品に関する相談や質問に応じることにより，健康づくりを推

進します。 （安全衛生課）
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取組内容／担当課 連携機関・団体

〈リスクコミュニケーションの推進〉 再掲 県消費者協会

食に対する消費者の不安が高まっている中で，より多くの消費 子育て支援ネットワ

者の食品安全に関する理解を深めるため，「事業者発信型」や ークとくしま

「体験型」のリスクコミュニケーションや幅広い世代を対象とし 食品関連事業者

た出前講座の実施など，多様な機関と連携したリスクコミュニ

ケーションを推進します。 （安全衛生課）

ＫＰＩ リスクコミュニケーションとしての意見交換

会等参加者数

900名以上／年

〈子どもの事故防止〉 再掲 市町村

事故防止の絵本や動画，チラシ等により，子供に対する啓発 教育委員会

を行うとともに，消費者庁をはじめとする関係機関と連携し， 小児科医会

「事故防止から事故発生時の対応」について，保護者や祖父母 看護協会，助産師会

等多様な対象者に合わせた啓発活動を行い，事故防止に向けた 子育て支援ネットワ

意識を高めるとともに，家庭看護力の向上を図ります。 ークとくしま

（消費者くらし政策課） 県内大学

ＫＰＩ ネットワーク会議の開催 保育事業連合会

H29(2回) → R1(4回）→ R4(10回）累計 幼稚園・子ども園長

ハンドブック等を用いた啓発市町村数 会

H29(24市町村) → R1(24市町村）→ R4(24市町村）

〈「とくしま消費者交流ひろば」メールマガジンによる情報提供〉 市町村

再掲 県消費者協会

インターネットトラブル等について，理解を深めるため，県消

費者情報センターのホームページから情報発信を行うとともに

メールマガジンへの登録を呼びかけ，登録者に毎週火曜日に情

報を配信します。 (県消費者情報センター)

ＫＰＩ 配信回数

H29(50回）→ R1(150回)→ R4(300回) 累計

ＫＰＩ 登録者数

H29(650名）→ R1(750名)→ R4(900名) 累計

イ 分かりやすい教材を通じた情報提供

消費者にとって必要な情報を的確に伝えるためには，ホームページ等を通じ

た情報発信とともに，パンフレットや動画コンテンツなどの教材等により，分

かりやすく伝えることが必要です。

県では，消費者の安全・安心の確保に向けて，パンフレット等を作成し，知

識の啓発や相談窓口の広報に努めていますが，消費者トラブルが複雑化・高度

化する中で，高齢者や障がい者等に対して，分かりやすく情報を提供すること
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が必要であり，今後はユニバーサルデザインの視点を取り入れた教材づくりを

行います。

※ 特に関連が深いと思われるＳＤＧｓ：

取組内容／担当課 連携機関・団体

〈県消費者情報センターによる啓発パンフレット作成〉 市町村

特殊詐欺の手口や，消費者トラブルに遭いやすい販売・取引に 県消費者協会

ついて，リーフレットやパネルを作成し，イベントや出前授業

を通して，消費者被害防止に向けての知識の啓発を行います。

(県消費者情報センター)

〈県消費者情報センターによる視覚的教材の作成〉 県消費者協会

デジタルコンテンツに関する相談件数が増加しており，正しい

使い方を啓発するための視覚的教材を作成し，出前授業で活用

するとともに，ホームページに掲載し，学校や地域での活用を

促します。 (県消費者情報センター)

ＫＰＩ 教材開発数

H29(10回) → R1(15回）→ R4(20回）累計

〈子どもの事故防止〉 再掲 市町村

事故防止の絵本や動画，チラシ等により，子供に対する啓発 教育委員会

を行うとともに，消費者庁をはじめとする関係機関と連携し， 小児科医会

「事故防止から事故発生時の対応」について，保護者や祖父母 看護協会，助産師会

等多様な対象者に合わせた啓発活動を行い，事故防止に向けた 子育て支援ネットワ

意識を高めるとともに，家庭看護力の向上を図ります。 ークとくしま

（消費者くらし政策課） 県内大学

ＫＰＩ ネットワーク会議の開催 保育事業連合会

H29(2回)→ R1(4回）→ R4(10回）累計 幼稚園・子ども園長

ハンドブック等を用いた啓発市町村数 会

H29(24市町村)→ R1(24市町村）→ R4(24市町村）

〈川口ダム自然エネルギーミュージアム見学会・出前授業〉再掲 市町村

川口ダム自然エネルギーミュージアムを核として，企業局が有 教育委員会

する「水力発電所」や「太陽光発電所」等の「自然エネルギー」 小学校

施設を活かし，児童生徒に「エネルギー」や「環境問題」，「科 中学校

学技術」への関心を深めるため，施設見学会や出前授業及び環

境学習イベントを実施します。 (経営企画戦略課)

ＫＰＩ 川口エネ・ミュー年間延べ体験者数

H30(16，577名)→ R1(17，500名)→R4(18，500名)
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②関係機関の連携・協働による推進

ア 高齢者・障がい者等を見守るコミュニティーづくり

現在，６５歳以上の高齢者の４人に１人以上が認知症又は予備群と推計され

ており，本県においても高齢化の進行に伴い，認知症の人は，さらに増加する

と見込まれています。高齢者等を中心に，消費者トラブルが増加，深刻化する

中で，相談体制の整備とともに，消費生活上特に配慮を要する消費者に対する

更なる取組が必要です。

県では，各市町村における見守りネットワーク活動の支援を行うことにより，

地域の中で，高齢者等を孤立させないコミュニティーづくりを行います。

※ 特に関連が深いと思われるＳＤＧｓ：

取組内容／担当課 連携機関・団体

〈見守りネットワーク活動推進事業〉 市町村，警察

「とくしま消費者見守りネットワーク」の開催や，見守りネッ 医療・福祉

トワーク活動を活性化させる「見守りコーディネーター」を活 報道機関

用した研修会を実施することにより，各市町村の見守りネット 老人クラブ連合会

ワーク活動を支援します。 防犯協会

（消費者くらし政策課）（県消費者情報センター） 消費者団体

ＫＰＩ 各市町村見守りネットワークにおいて，実効

性のある取組を進めるための研修会を実施

H30(3回)→ R1(6回)→R4(12回)累計

〈日常生活自立支援事業〉 県社会福祉協議会

認知症高齢者，知的障がい者，精神障がい者など判断能力が 市町村社会福祉協議

不十分な方が，地域で自立した生活を継続し安心して生活が送 会

れるよう，引き続き福祉サービスの利用援助を実施します。

（保健福祉政策課)

〈地域でまもる安心生活支援事業〉 県社会福祉協議会

県社会福祉協議会に設置された「とくしま権利擁護センター」

において，成年後見制度・権利擁護に関する相談や人材の育成，

行政・専門職団体，支援機関等との連携・協働を図ることによ

り，地域における総合的な権利擁護体制を整備します。

（保健福祉政策課)
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取組内容／担当課 連携機関・団体

〈友愛訪問活動〉 老人クラブ

ひとり暮らしの高齢者等の孤立化を防止するため，定期的に

友愛訪問員が訪問する「友愛訪問活動」において，友愛訪問員

のモチベーション向上と更なる活動の活性化を図るため，引き

続き表彰を行います。 （長寿いきがい課)

〈障がい者が繋ぐ地域の暮らし“ほっとかない”事業〉 社会福祉法人

障がい者が製造した商品等を限界集落の高齢者に定期的に宅配

するとともに，高齢者の見守り活動を実施する取組を支援し，

障がい者自らが地域の担い手としてやりがいを持って働くこと

ができる場を創出します。 (障がい福祉課)

ＫＰＩ 見守り活動を実施する市町

H29(10市町)→ R1(12市町）→ R4(15市町）

とくしま消費者見守りネットワーク連携図 ～つながりを持ったコミュニティ－づくり～

イ 事業者における消費者志向経営の促進

消費者が安全・安心で，豊かな生活を送ることができる消費者市民社会の実

現に向けては，事業者が消費者全体の視点に立ち，高齢化や環境問題等に対応

した商品・サービスの提供など，より消費者を意識した事業活動を実施するこ

とが求められています。また，健全な市場の形成や消費の拡大を通じた経済の

好循環を実現する上で，コーポレートガバナンスの確保はもとより，消費者へ
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の情報提供や，社会的活動を自覚して事業活動を行うことが重要です。

県では，経済団体等と連携し，地方初として設立した「とくしま消費者志向

経営推進組織」により，消費者志向経営を推進します。

※ 特に関連が深いと思われるＳＤＧｓ：

取組内容／担当課 連携機関・団体

〈消費者志向経営の推進〉 経済団体

消費者志向経営を目指す事業者間の情報交換や経営者層等を対 消費者団体

象とした各種セミナーを開催し，事業者による消費者志向自主

宣言を推進します。 （消費者くらし政策課）（商工政策課）

ＫＰＩ 消費者志向自主宣言事業者数

H29(10事業者）→ R1(31事業者）→ R3(50事業者）累計

〈消費者志向経営推進事業者表彰〉 経済団体

消費者志向経営に取り組む県内事業者の中から，その推進に功 消費者団体

績のある事業者を表彰するとともに，広く周知することにより

事業者の消費者志向経営への意識向上に努めます。

（消費者くらし政策課）（商工政策課）

ＫＰＩ 消費者志向経営推進事業者表彰数

H30(1事業者）→ R1(2事業者）→ R4(5事業者）累計

ウ 災害時，非常時に対応できる消費者の育成

台風，豪雨，地震などの災害時には，住宅など建物に関するトラブルや交通

機関や旅行など，キャンセルに関する消費者相談が，多く寄せられるとともに，

災害を口実にした便乗商法と思われる勧誘や不審な電話が多数発生しています。

本県においても，近年，豪雨災害等の発生をはじめ，今後３０年以内に「南

海トラフ地震」が７０％～８０％の確率で発生すると言われており，全県的に

「防災意識の向上」や「防災力の強化」に取り組むことが重要であるとともに，

災害時，非常時においても消費者として，合理的に行動することができるよう

にしなければなりません。平素からの備えや，避難場所・連絡先の確認など，

県民・地域・行政が「自助」「共助」「公助」の責務と役割を理解し，連携して

災害時，非常時に備えることが必要です。このため，県では，災害時，非常時

に消費者として適切な行動に結び付けることができる訓練の機会や正しい知識，

情報等を積極的に提供します。

※ 特に関連が深いと思われるＳＤＧｓ：



- 54 -

取組内容／担当課 連携機関・団体

〈「災害時帰宅支援ステーション」の普及啓発〉 関西広域連合

地震発生等により交通が途絶することによる帰宅困難者を支援

するため，コンビニエンスストアや外食事業者等との協定に基

づき，災害時の帰宅困難者に適切な情報や便宜を提供できる「災

害時帰宅支援ステーション」の普及啓発を推進します。

（とくしまゼロ作戦課)

〈「とくしま－０（ゼロ）作戦」防災出前講座〉 関係部局

地域の寄り合いや各種団体等が実施する研修会において，地

震や津波の特徴をはじめ，防災・減災に関する知識や情報を分

かりやすく説明し，家庭や地域でできる日頃の備えについて考

えを深めるための「防災出前講座」を実施することで，自助・

共助による地域防災力の向上を図ります。

（防災人材育成センター)

ＫＰＩ 講座受講者数

H29(20，000名)→ R1(25，000名）→ R4(25，000名）

〈津波避難訓練の実施〉 防災関係機関

津波避難訓練に参加する人は徐々に増加しているが，より多

くの県民に参加を促す必要から，県，市町及び自衛隊，警察等

の防災関係機関の連携のもと，地域住民等が参加する津波避難

訓練を毎年１回実施します。 （とくしまゼロ作戦課)

〈消防団員の確保促進〉 県消防協会

消防団は災害発生時における「要員動員力」や「即時対応性」

など，その特性を活かした活動が大いに期待されることから，

団員募集等パンフレットの配付，イベントへの出展等による消

防団のPRを通じて，地域防災の要である消防団員の確保を推進

し，地域防災力の向上を図ります。 （消防保安課)

〈家庭や地域における備蓄の啓発・促進〉 防災関係機関

地震などの大規模災害が発生した場合，行政等による支援が遅

延することが想定されるため，各家庭における３日分程度の生

活必需品の備蓄や地域における毛布・食料等の備蓄の必要性の

啓発を促進します。 （防災人材育成センター)

〈木造住宅耐震化〉 市町村

耐震出前講座や各種イベントでの相談会などを開催し，南海ト 建築関係団体

ラフ巨大地震など，大規模地震発生時における「死者ゼロ」を

目指し，木造住宅の耐震化に取り組みます。

(住宅課)
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取組内容／担当課 連携機関・団体

〈実践的防災・安全教育総合支援事業〉 市町村教育委員会

〈ふるさと大好き！地域防災推進事業〉

災害時や非常時に児童生徒自らが主体的に判断し，安全に行動

できる資質や能力を育成するため，地域や学校の状況に応じた

防災教育を展開するとともに，研修会を開催し教職員のスキル

アップを図ります。 （体育学校安全課）

（６）消費生活センターの機能強化

①県消費者情報センターの役割強化

ア 地域における消費生活センター拠点化の促進

消費者トラブルの内容が複雑化，高度化する中で，本県では，平成２９年度

に，広域連携を含め，県内全市町村に対応した消費生活センターを設置し，県

民がどこに住んでいても，質の高い相談・救済が受けられるとともに，消費者

啓発や情報発信，消費者教育において，消費生活センターが地域の拠点となる

よう目指しています。

平成３０年度，県内の消費生活相談の約４割は，県消費者情報センターで受

けており，あっせん率も全国平均を上回る１０.０％となっています。県では，
引き続き，広域的，専門的な相談の処理や連絡調整を行うほか，消費生活セン

ターが効果的・効率的にその役割・機能が果たせるように，情報提供や助言な

ど，支援を行います。

※ 特に関連が深いと思われるＳＤＧｓ：

取組内容／担当課 連携機関・団体

〈市町村消費生活センター支援〉 市町村

市町村消費生活センターの消費生活相談員に対し，PIO-NETや 県消費者協会

最近の相談事例と対応方法等について，研修会を実施するとと

もに，県消費者情報センターの消費生活相談員による市町村消

費生活センターへの巡回指導を行います。

（消費者くらし政策課）（県消費者情報センター）

〈消費者大学校大学院特別講座〉 徳島弁護士会

各地域ごとの消費生活相談体制の強化を図るため，消費者問題

において重要な法律関連の知識の習得を目指し，消費者行政担

当職員，消費生活相談窓口での相談業務従事者等に対して，研

修会を実施し，即戦力になるための実務的な研修や能力向上に

役立つ研修を実施します。 （県消費者情報センター）

ＫＰＩ 研修会実施回数

H30(2回) → R2(6回) → R4(10回) 累計
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イ 相談窓口の充実強化

消費者トラブルの増加とともに，特殊詐欺の手口が刻々と変化し，新たな詐欺

被害が発生する中，県や市町村消費生活センターにおける相談窓口の充実強化が

不可欠となっています。

また，依然として社会問題である多重債務への対応として，引き続き，債務整

理につなげる相談体制を充実させるとともに，国において，深刻な問題として提

起され，多重債務の原因となるギャンブル等依存症に関する相談窓口機能の強化

への期待が高まっています。

さらに，２０２０年東京オリンピック・パラリンピックに向けて，訪日・在日

外国人が更に増えることが見込まれる中，外国人に対する消費生活相談体制の整

備を行うことが必要です。

このため県では，消費生活相談員や担当職員のレベルアップを図るため，県内

の相談員同士の情報交換会や，有識者・専門家などを招いた研修会を開催すると

ともに，より高度で専門的な事案に対処できる相談体制の整備・拡充を図ります。

※ 特に関連が深いと思われるＳＤＧｓ：

取組内容／担当課 連携機関・団体

〈消費生活相談員人材バンク〉 日本消費者協会

消費者が身近な場所で質の高い相談が受けられるよう全市町 独立行政法人国民生

村に設置された消費生活センターの相談体制を充実・強化する 活センター

ため，「消費生活相談員人材バンク」を創設し，消費生活相談 一般財団法人日本産

員の確保を図ります。 （県消費者情報センター） 業協会，

ＫＰＩ 人材バンク登録者数 消費生活アドバイザ

R1（5名）→R4（20名）累計 ー・コンサルタント

・相談員協会（ＮＡ

ＣＳ）

〈相談員懇談会の実施〉 市町村

県内の消費生活相談員が集まり，情報交換，意見交換を実施す 県消費者協会

ることにより，業務改善，業務の効率化につなげ，県内全体の

消費生活相談の向上につなげます。 （県消費者情報センター）

〈多重債務・外国人向け相談窓口の充実・強化〉 市町村

多重債務の解決方法等を適切にアドバイスするとともに，ギャ 県消費者協会

ンブル等依存症に関する相談機関の情報提供や専門機関との連 法曹関係者

携を行います。また，訪日・在日外国人に対して，消費生活ト 国際交流協会

ラブルに関する情報提供や意見交換会等を実施します。

（消費者くらし政策課)(県消費者情報センター)
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②市町村の取組への支援

ア 市町村における体制づくり

市町村は，地域の住民に最も近い相談窓口として，相談対応やあっせんの実

施，消費者の安全確保のための情報収集及び住民への情報提供，地域の特性に

適した消費者教育・啓発活動などの機能を担うことが求められており，県では，

消費者が身近な場所で質の高い相談を受けられるよう，市町村の消費者行政担

当職員に対する研修や，消費生活に関する最新の情報を提供するとともに，各

市町村の区域における消費者教育の施策を推進するための計画策定について周

知を行うなど，体制づくりを進めます。

※ 特に関連が深いと思われるＳＤＧｓ：

取組内容／担当課 連携機関・団体

〈市町村消費者行政担当者会の実施〉 市町村

市町村における消費者行政・消費者教育の充実・強化に向け，

市町村との連携を図り，パンフレットや教材等の提供を行うと

ともに，市町村による消費者教育推進計画の策定について，支

援を行います。 (消費者くらし政策課)

〈消費者教育研修講座〉 再掲 県内大学

幼・小・中・高校・特別支援学校教職員及び市町村行政職員 事業所

を対象に，ライフステージに応じた消費者教育の意義や消費者 法曹関係者

トラブルの最新状況，トラブル回避のポイント，エシカル消費 県消費者協会

等の効果的な指導方法やギャンブル等依存症への理解を深める

研修を行います。 （学校教育課）(消費者くらし政策課)

ＫＰＩ 研修参加者数

H30(30名) → R1(50名) → R4(90名) 累計

（７）「徳島モデル」の消費者教育の推進

①関係機関との連携体制の充実

ア 消費者庁「モデルプロジェクト」との連携

消費者庁オフィスでは，全国の都道府県及び消費者の利益に資する高い成果

を創り出し，消費者行政を発展・創造させるため，本県を実証フィールドとし

て，全国展開を見据えた様々な「モデルプロジェクト」を展開しています。

本県では，これらの「モデルプロジェクト」を全力でサポートするため，関

係部局横断の「タスクフォース」を立ち上げるとともに，消費者団体や福祉団

体，事業者・事業者団体，弁護士会等の様々な団体と有機的な連携を図りなが
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ら，挙県一致で取り組んでいます。プロジェクトの推進は，本県や全国の消費

者行政が抱える様々な課題の解決につながるものであり，県では引き続き，消

費者庁オフィスや，令和２年度に設置予定である「消費者庁新未来創造戦略

本部」，関係機関と強力に連携し，機動的に推進します。

※ 特に関連が深いと思われるＳＤＧｓ：

消費者庁モデルプロジェクトと連携・支援 連携機関・団体

〈若者向け消費者教育〉 市町村

消費者庁が作成した高校生向け消費者教育啓発教材「社会への 教育委員会

扉」を活用した授業を引き続き，県内全ての高校において展開 県内大学

し，「若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログ 消費者団体

ラム」を強力に支援します。また，徳島ならではの小学生・中

学生向け消費者教育教材の活用を促進するとともに，特別支援

学校向けの消費者教育教材を作成し，成年年齢引下げを見据え

た消費者教育を推進します。

〈見守りネットワーク活動の推進〉 市町村，警察

「とくしま消費者見守りネットワーク」における情報交換や見 医療・福祉

守りネットワーク活動を活性化させる「見守りコーディネータ 報道機関

ー」を活用した研修会を開催することにより，各市町村の見守 老人クラブ連合会

りネットワーク活動の支援を行います。 防犯協会

消費者団体

〈エシカル消費の普及〉 市町村

「エシカル甲子園」や「エシカル消費自治体サミット」，「とく 教育委員会

しまエシカル消費推進会議」の開催，県内公立高校における「エ 県内外大学

シカルクラブ」によりエシカル消費教育をより一層推進すると 経済団体，事業所

ともに，エシカル消費自主宣言事業者の拡大に努めます。さら 県消費者協会

にG20消費者政策国際会合のレガシーを継承し，欧米や東南ア 報道機関

ジア，東アジア等の消費者行政担当部局とネットワークを構築 国際機関

し「国際会議」や「学術会議」の開催を目指します。



- 59 -

消費者庁モデルプロジェクトと連携・支援 連携機関・団体

〈食品ロスの削減〉 市町村

「食品ロス削減」講座や環境配慮型セミナーの開催やフォーラ

ムをとおして，県内や四国他県における啓発を 推進します。

〈子どもの事故防止〉 市町村，教育委員会

関係機関による「ネットワーク会議」の開催をはじめ，消費者 小児科医会，看護協

庁作成ハンドブックや子供の安全安心チェックリストを活用し 会，助産師会，子育

た啓発を推進します。また，県内在住絵本作家が作成した絵本 て支援ネットワーク

や絵本の動画を積極的に広報することにより，重要度の高い事 とくしま，県内大学

故原因に対して強力に啓発を行います。 保育事業連合会，幼

稚園・子ども園長会

〈栄養成分表示等の活用に向けた消費者教育〉 県栄養士会

藍住町を「実証フィールド」とした取組の成果により作成され 市町村

た「教育媒体」や「実施要領」を活用し，栄養成分表示等を正 県消費者協会

しく理解し，健康づくりに利用できるよう，ライフステージや

健康課題に応じた，消費者教育プログラムを県関係部局や栄養

士会と連携し，効果的に推進します。

〈消費者志向経営の推進〉 経済団体

地方初となる「とくしま消費者志向経営推進組織」を活用し， 事業所

消費者志向経営の理念の普及・浸透に努めるとともに，消費者

志向経営自主宣 言企業の拡大を図ります。

〈公益通報窓口及び内部通報制度の整備促進〉 市町村

県内自治体の内部職員からの通報窓口の設置・促進や外部労 経済団体

働者からの共通通報窓口の運用を図るとともに，事業者への内 事業所

部通報窓口の設置促進や社員への啓発に努めます。 弁護士会

さらに，県内経済団体における公益通報制度推進員の配置や

同団体内に会員事業者が利用できる社外通報窓口の設置・運営

を支援し，中小企業向けの内部通報制度推進に向けた「徳島モ

デル」を全国に発信します。

〈食品に関するリスクコミュニケーション〉 市町村

教育機関や関係団体，食品関連事業者など様々な機関と連携し 教育委員会

た多様なリスクコミュニケーション機会を提供するとともに， 食品関連事業者

調査・研究の成果を踏まえたリスコミュニケーションの理解度 県消費者協会

を高めるプログラムの実証を通じて，消費者と食品関連事業者 県内大学

等の相互理解を促進します。 子育て支援ネットワ

ークとくしま
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②「徳島モデル」を全国・世界に発信

ア 「オール徳島」県民運動の展開

本県では，関係機関と連携し，消費者庁「モデルプロジェクト」の全国展開

に向けて，支援を行うとともに，「徳島モデル」としてその取組の発信に努めて

います。中でも，全国で「エシカル消費」に取り組んでいる自治体の職員を対

象に会議を開催し，意見交換や情報交換を行っています。

県では，こうした施策を引き続き，県民運動として盛り上げていくとともに

全国や世界に向けて発信します。

※ 特に関連が深いと思われるＳＤＧｓ：

取組内容／担当課 連携機関・団体

〈SDGsでつながる消費生活レガシープロジェクト〉 市町村

徳島版「SDGs」紹介ガイドブックを作成し，ＳＤＧｓの普及 教育委員会，事業所

・啓発に向けた取組をより一層推進するとともに，ＳＤＧｓ達 県内大学

成に向けた機運を高めます。 （消費者くらし政策課） ＮＰＯ法人

〈消費者問題県民大会〉 市町村

誰もが安心して暮らせる「消費者市民社会」の実現に向けて， 経済団体，事業所

消費者と事業者とのコミュニケーションの深化を図る県民大会 教育委員会

を開催し，「自立した消費者」の育成やよりよい社会の実現に 県消費者協会

向けて主体的に行動することができる消費者力を育みます。 金融広報委員会

（消費者くらし政策課） 弁護士会

ＫＰＩ 県民大会参加数

H30(150名) → R1(300名) → R4(750名)累計

〈エシカル消費自治体サミット〉 市町村

環境，人や社会，地域に配慮した消費「エシカル消費」を徳島 教育委員会

から全国へ展開するため，先進的な自治体が一堂に会し，事例 県外自治体

報告や意見交換などを通じて連携強化を図る「エシカル消費自 事業者・団体

治体サミット」を開催します。 （消費者くらし政策課） ＮＰＯ法人

〈地域の未来図作成支援事業〉 市町村

過疎・高齢化が進む中で，「自立した消費者」を育成するため， 県内大学

「とくしま政策研究センター」と民・学・官が連携・協働し， 事業所

「消費者行政・消費者教育」に関する調査研究を行います。

（県立総合大学校）


